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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                             令和４年３月８日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         令和４年３月８日 午前９時30分開議 

 日程第１ 発議第１号 ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議について（質疑・討論・採 

            決） 

 日程第２ 議案第１号 令和４年度周防大島町一般会計予算 

 日程第３ 議案第２号 令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第３号 令和４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第４号 令和４年度周防大島町介護保険事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第５号 令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第６号 令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第７号 令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算 

 日程第９ 議案第８号 令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算 

 日程第10 議案第９号 令和３年度周防大島町一般会計補正予算（第１４号）（討論・採決） 

 日程第11 議案第10号 令和３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決） 

 日程第12 議案第11号 令和３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

            （討論・採決） 

 日程第13 議案第12号 令和３年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第14 議案第13号 令和３年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第15 議案第14号 令和３年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第16 議案第15号 令和３年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第17 議案第16号 令和３年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第５号）（討論・

採決） 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 発議第１号 ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議について（質疑・討論・採 

            決） 

 日程第２ 議案第１号 令和４年度周防大島町一般会計予算 

 日程第３ 議案第２号 令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第３号 令和４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第４号 令和４年度周防大島町介護保険事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第５号 令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第６号 令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第７号 令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算 

 日程第９ 議案第８号 令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算 

 日程第10 議案第９号 令和３年度周防大島町一般会計補正予算（第１４号）（討論・採決） 

 日程第11 議案第10号 令和３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決） 

 日程第12 議案第11号 令和３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

            （討論・採決） 

 日程第13 議案第12号 令和３年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第14 議案第13号 令和３年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第15 議案第14号 令和３年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第16 議案第15号 令和３年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第17 議案第16号 令和３年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第５号）（討論・

採決） 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 山中 正樹君       ２番 栄本 忠嗣君 

３番 白鳥 法子君       ４番 竹田 茂伸君 

５番 山根 耕治君       ６番 岡﨑 裕一君 

８番 田中 豊文君       ９番 新田 健介君 
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10番 吉村  忍君       11番 久保 雅己君 

12番 小田 貞利君       13番 尾元  武君 

14番 荒川 政義君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 大川  博君     議事課長 池永祐美子君 

書  記 浜元 信之君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 藤本 淨孝君   代表監査委員 ………… 大原 秀三君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

病院事業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 大下 崇生君 

産業建設部長 ………… 瀬川 洋介君   健康福祉部長 ………… 近藤  晃君 

環境生活部長 ………… 伊藤 和也君   統括総合支所長 ……… 岡本 義雄君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 重冨 孝雄君 

教育次長 ……………… 木谷  学君   病院事業局総務部長 … 大元 良朗君 

総務課長 ……………… 中元 辰也君   財政課長 ……………… 岡原 伸二君 

生活衛生課長 ………… 濱中 靖夫君   水道課長 ……………… 藤本 倫夫君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開議 

○議長（荒川 政義君）  改めまして、おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．発議第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、発議第１号ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議について

を上程し、これを議題とします。 

 趣旨説明を求めます。小田貞利議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  栄本議員、白鳥議員、新田議員、吉村議員、久保議員、尾元議
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員の賛成をいただき、本日の会議に提出しております、発議第１号ロシアのウクライナ侵攻に抗

議する決議について、提案の趣旨を申し上げます。 

 議案つづり第２号の３ページをお開きください。 

 ２月２４日、ロシアは国際社会の度重なる警告を無視し、自らの力を背景に、ウクライナへ軍

事的侵攻を開始しました。 

 国際社会の平和と安全の維持に主要な責任を負い、法的にも国連加盟国に拘束力を持つ決議を

行うことができ、事実上の最高意思決定機関である国際連合安全保障理事会にあって、中華人民

共和国、フランス、イギリス、アメリカと共に常任理事国の一員でありながら、このたびロシア

が行った国際秩序の根幹を大きく揺るがす暴挙は、断じて容認できるものではありません。 

 この決議文は、ロシアの軍事的暴挙に対し、抗議と非難の意を強く表明するとともに、軍の即

時撤退と国際法にのっとった誠意ある対応を強く求め、日本国政府においても在留邦人の安全確

保や国際社会と連携した迅速かつ厳格な対応を要請するためのものであります。 

 議員各位におかれましては、趣旨に御賛同いただきますようお願いを申し上げまして、趣旨説

明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。発議第１号、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 小田議員、御苦労さまでした。 

 これより討論を行います。 

 発議第１号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから挙手による採決を行います。発議第１号ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議につ

いて、原案のとおり採択することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（荒川 政義君）  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり採択されました。 

 藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  本日３月８日付で発議第１号として可決、そして採択をされました、ロ

シアのウクライナ侵攻に抗議する決議についての決議文提出を受けまして、執行部を代表し、見

解を述べさせていただきます。 

 まず、ロシアのウクライナへの軍事侵攻については、安心できる生活の根本である人権や生命



- 89 - 

が脅かされるものであり、これは断じて容認できるものではありません。 

 このたび周防大島町議会より発議されました決議文は、大変意義の深いものであり、執行部も

賛同するところであります。 

 周防大島町議会の皆さんの決議文の御提出に敬意を表するところであります。 

 今後も日本政府への対応を町議会の皆さんと共に求めてまいります。引き続き、よろしくお願

いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、議案第１号令和４年度周防大島町一般会計予算を議題としま

す。 

 補足説明を求めます。大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  議案第１号令和４年度周防大島町一般会計予算について、補足説明

をいたします。 

 予算書及び事項別明細書につきましては、一般会計と特別会計で別冊となっております。一般

会計の予算書を御用意願います。 

 それでは、一般会計予算の補足説明をさせていただきます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１３８億８,０００万円と定めております。対前

年度比６％、７億８,５００万円の増額予算となっております。 

 第２条、地方債は、１２ページの第２表のとおり、それぞれの事業実施にあたり、起こすこと

のできる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであり、その限

度額を１３億７,９９０万円と定めるものでございます。 

 第３条は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高額を３０億円

と定めるものであります。 

 第４条は、歳出予算の流用についてでございますが、歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、同一款内における給料等の項間の流用と定めるものでございます。 

 説明に入ります前に、予算書へ記載する事業の変更点等について申し上げます。 

 昨年度までは１つの事業の中に複数の事業が存在する形での構成でありましたが、令和４年度

からは事業の細分化または分離等を行い計上しておりますので、計上する事業数は昨年度より増

加しております。 

 また、令和４年度から組織・機構の変更が予定されております。このことに対応するため、主
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に歳出予算について、計上科目の変更や移動を行っております。 

 それでは、事項別明細書により、歳入歳出予算の主なものにつきまして、御説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございます。 

 事項別明細書の１９ページをお願いいたします。 

 １款町税１項町民税は、４億８,４８２万２,０００円を計上いたしました。前年度から

７８８万８,０００円の減額計上でございます。 

 ２項固定資産税は、中小企業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措

置終了により増額を見込み、前年度比６４１万５,０００円の増、６億４,８２９万４,０００円

の計上でございます。 

 ２０ページの３項軽自動車税につきましては、税率の高い平成２７年４月１日以後の登録車両

の増加等により増額計上といたしております。 

 また、４項たばこ税につきましては１００万円の増、５項入湯税につきましては１０万円の減

額を見込んで計上いたしております。 

 ２１ページの２款地方譲与税から２３ページの９款地方特例交付金までは、いずれも令和３年

度の決算見込みと地方財政見通しを基に試算し計上をしております。 

 ２４ページ、１０款地方交付税は、前年度より３億７,１００万円増額の７３億５,０００万円

を計上しております。 

 令和３年度は国勢調査人口の減少により交付額が大幅に減少すると見込んでおりましたが、令

和３年度交付実績において激変緩和措置等により人口減少の影響が少なかったこと、また地方財

政計画の伸び率等を参考とし、普通交付税、特別交付税ともに増額を見込んでおります。 

 また、町債のうちの臨時財政対策債を含めた広義の地方交付税額は７４億５,７００万円と、

対前年度比１.３％の増額となっております。 

 １１款交通安全対策特別交付金は、前年度と同額の２００万円を計上いたしております。 

 １２款分担金及び負担金１項分担金は、県営事業・戸田地区の耕作放棄地解消発生防止基盤整

備事業の分担金１０５万円、新たに日良居地区の水利施設等保全高度化事業の分担金５０万円の

計上でございます。 

 ２項負担金は、老人保護措置費負担金や児童福祉費負担金など、計４,１３８万９,０００円を

計上いたしております。 

 ２５ページからの１３款使用料及び手数料１項使用料は、町営駐車場、斎場、市民農園、中小

企業従業員住宅、星野哲郎記念館、公営住宅等々、町内各施設の使用料の計上でございます。 

 ２８ページからの２項手数料につきましては、戸籍、住民票等の発行手数料、ごみ処理手数料
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など、合わせて２,４９１万４,０００円の計上でございます。 

 ３０ページ、１４款国庫支出金の１項国庫負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給

付費負担金、私立保育所運営費負担金、児童手当負担金や福祉事務所関係経費の児童扶養手当負

担金、生活保護費負担金などのほか、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、公共土木

施設災害復旧費負担金など、総額で５,２００万８,０００円増額の８億９,９７９万７,０００円

の計上でございます。 

 ３１ページの２項国庫補助金１目総務費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の上限額１億９,３００万２,０００円のうち３,１１３万７,０００円を計上し、

新型コロナウイルス対策に係る各事業へ充当いたしております。 

 また、再編交付金が令和３年度で終了したため、総務費国庫補助金は大幅な減額となっており

ます。 

 ２目民生費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金及

び事務費交付金は、新型コロナウイルス対策における生活困窮者自立支援事業の財源のほか、

３２ページ、保育士等処遇改善臨時特例交付金などにより増額となっております。 

 ３目衛生費国庫補助金は、合併浄化槽設置補助に係る循環型社会形成推進交付金や、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金などにより増額となっております。 

 ４目農林水産業費国庫補助金には、海岸保全施設整備事業補助金３,５００万円の計上でござ

います。 

 ５目土木費国庫補助金は、道路改良事業や道路メンテナンス事業に係る活力創出基盤整備交付

金９,４４８万６,０００円の計上となっております。 

 ６目消防費国庫補助金は、耐震性貯水槽整備に対する消防防災施設整備費補助金のほか、耐震

診断や耐震改修に対する住宅・建築物耐震改修等事業交付金やハザードマップ作成事業に対する

交付金の計上であります。 

 ７目教育費国庫補助金は、小学校費補助金において、小学校統合に係るスクールバス１台の購

入に対する補助金や旧東和中学校校舎等の改修に対する学校施設環境改善交付金などを計上して

おります。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ８目災害復旧費国庫補助金には、令和３年９月の台風１４号の豪雨で被害を受けました椋野本

川頭首工災害復旧及び農道和田線災害復旧事業に対する補助金１,０７０万円の計上であります。 

 ３項国庫委託金は、基礎年金等に係る事務費委託金などを計上いたしております。 

 １５款県支出金１項県負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給付費負担金を、

３４ページ、後期高齢者基盤安定負担金、私立保育所運営費負担金、児童手当負担金、生活保護
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費負担金等、総額４億５,１２７万２,０００円の計上でございます。 

 ２項県補助金のうち２目民生費県補助金には、福祉医療費補助金、国保負担軽減対策費助成事

業補助金、子ども・子育て支援交付金などが主なもので、８,５０１万９,０００円の計上でござ

います。 

 ３５ページ、３目衛生費県補助金は、広域水道出資債元利補給金３,２１７万７,０００円や水

価安定補助金１,３３５万４,０００円が主なものであり、計５,０９２万５,０００円の計上とな

っております。 

 ３６ページ、４目農林水産業費県補助金は、農業費補助金に、中山間地域等直接支払交付金事

業補助金、新規就農者確保事業補助金、新規就業者等産地拡大促進事業補助金、沖家室アウトド

アフィールド整備事業に対するやまぐち元気生活圏活力創出事業補助金等を、３７ページ、水産

業費補助金には、水産物供給基盤機能保全事業補助金や漁港機能増進事業補助金などを、また林

業費補助金には、地家室園地整備事業に対する自然環境整備交付金などをそれぞれ計上し、目全

体で１億５,１６３万円増の３億１,１０２万円の計上となっております。 

 ５目商工費県補助金は、生活バス路線対策事業への補助金、柳井広域消費生活センターの運営

に係る山口県消費者行政推進事業費補助金、ゆめはな開花プロジェクト推進事業補助金の計上で

あります。 

 ６目消防費県補助金は、山口県民間建築物耐震改修等推進事業費補助金の計上でございます。 

 また、７目教育費県補助金には、中学校の部活動に対して専門的な指導を行う部活動指導員配

置事業補助金や県の再編交付金を活用した国際交流推進事業補助金、子供たちの教育支援活動を

行うための学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金等を計上いたしております。 

 ３８ページ、３項県委託金の１目総務費県委託金につきましては、住宅環境改善支援事業事務

委託金や県税徴収事務委託金、参議院議員選挙、統計調査に関する委託金が主なものでございま

す。 

 ３９ページ、４目農林水産業費県委託金は、農業費委託金に日良居地区における水利施設等保

全高度化事業換地処分事務委託金１,０６８万円を計上しております。 

 ５目商工費県委託金は、片添ヶ浜海浜公園の指定管理料など、３,０９１万７,０００円を計上

しております。 

 ６目土木費県委託金は、水門、樋門等の管理に関する委託金や４０ページ、都市計画基礎調査

委託金の計上が主なものでございます。 

 ７目消防費県委託金におきましては、県防災センターの指定管理料２,７０４万円を計上いた

しております。 

 １６款財産収入１項財産運用収入には、土地及び建物の貸付収入や教職員住宅の家賃収入と各



- 93 - 

基金の利子収入を計上しております。 

 ４１ページ、２項財産売払収入には、主要県道大島環状線道路改良事業に係る土地売却収入

２４６万７,０００円を計上いたしております。 

 また、４２ページの１７款寄附金におきましては、主にふるさと寄附金２,３００万円の計上

であります。 

 １８款繰入金は、財政調整基金から７億６,４０５万１,０００円、各種福祉事業に充当する福祉

振興基金から１,４２０万８,０００円を、ちびっ子医療費助成事業基金は１,６７６万２,０００円、

観光振興事業助成基金は１,１９２万９,０００円、福祉医療費一部負担金助成事業基金は

１,０７４万６,０００円、ふるさと応援基金は１,５７８万１,０００円、４３ページ、ＣＡＴＶ加

入促進事業基金は１４０万円、外国語活動推進事業基金は８１５万８,０００円を、それぞれの

基金条例の目的に応じて取り崩すこととしております。 

 また、地方創生につなげる取組に充当するため、町独自のまち・ひと・しごと創生基金から

３,８０５万６,０００円、周防大島高等学校通学支援費給付事業に充てるための周防大島高等学

校通学支援費給付基金からは４５０万円を、新たに合併地域振興基金から２,３２７万９,０００円

を計上いたしております。 

 １９款繰越金は、前年度と同額の１,０００万円を計上しております。 

 ４４ページ、２０款諸収入３項貸付金元利収入は、中小企業勤労者小口資金貸付金、地域総合

整備資金貸付金等の元利または元金収入の計上でございます。 

 ４５ページ、４項雑入では、学校給食収入が４,４１５万５,０００円、また雑入におきまして

は、福祉医療費高額払戻金、４６ページ、ごみ収集袋の売上代金、片添ヶ浜施設使用料、また

４９ページ、山口県大島郡国際文化協会が公益財団法人から一般財団法人へ移行することに伴う

保有財産の贈与金８,６２４万９,０００円等が主なものとなっておりまして、合計２億７,０１０万

４,０００円の計上となっております。 

 ５０ページからは、２１款町債でございます。 

 ３目過疎対策事業債、５目臨時財政対策債、６目合併事業債が主なものとなっており、合計

１３億７,９９０万円の計上となっております。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして、歳出の主なものについて御説明をいたします。 

 それでは、５２ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費は、総額９,０８４万円の計上で、職員人件費並びに議員人件費、議会運

営経費等が主なものでございます。 

 ５４ページの２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の職員人件費は、特別職、一般職
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５６名分の給料、各種手当、共済費のほか、退職手当組合負担金等、合わせて５億８,３８６万

９,０００円の計上でございます。 

 ５５ページ、行政一般管理経費におきましては５,６０２万９,０００円の計上となっておりま

すが、５７ページ、委託料に地方公務員定年延長支援業務、会計年度任用職員給与管理システム

改修業務など、新規計上いたしております。 

 ５８ページ、契約監理一般経費では、契約・工事管理システムの運用経費が主なものでござい

ます。 

 ５９ページ、住宅環境改善支援事業では、山口県が令和元年度から行っております住宅環境改

善支援事業の補助金申請受付等の経費を計上しております。 

 ２目文書広報費、広報広聴事業費は、様々な立場の方から幅広く意見をいただき町政運営に反

映していくための有識者意見交換会の経費を報償費に計上したほか、町広報誌の作成経費が主な

ものでございます。 

 ６０ページ、情報公開事務費は、個人情報保護条例関連例規整備支援業務などの計上でござい

ます。 

 防災行政無線施設管理事業費は、６１ページ、委託料に防災行政無線再整備業務９６８万円を

計上いたしております。 

 地域情報通信基盤整備推進事業では、６２ページ、Ｗｉ─Ｆｉ環境整備費やＣＡＴＶ加入促進

事業補助金等を計上いたしております。 

 ６３ページ、４目会計管理費は、山口銀行からの行員派出廃止に伴う会計年度任用職員の報酬

等を計上いたしております。 

 ５目財産管理費の財産管理一般経費は、公共施設及び公用車の保険料等の計上のほか、指定管

理者に委託しております施設や町有財産等の緊急修繕費、工事請負費、備品購入費等の計上でご

ざいます。 

 また、６４ページの基金管理経費は、基金利息を積立金として基金に積み立てるものでござい

ますが、再編交付金を財源とした医療確保対策事業は、令和３年度で終了したため、減額となっ

ております。 

 ６５ページ、６目企画費、企画一般経費は、１億１,９９６万２,０００円の計上でございます。 

 ここでは、６６ページ下段、公益財団法人から一般財団法人へ移行する山口県大島郡国際文化

協会への出捐金１億円の計上のほか、周防大島高校を支援する会補助金等を計上しております。 

 離島振興事業費は、離島振興協議会等の負担金を計上しております。 

 ６７ページ、ふるさと応援事業は、ふるさと寄附金に係る事業を計上するもので、寄附金の受

付から返礼品の調達や発送までの委託料や、ふるさと応援基金の積立金等を計上しております。 
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 ふるさと応援基金の活用につきまして、令和４年度におきましては、空家等実態調査や鳥獣害

対策マスタープラン作成等の経費に充当する予定としております。 

 ６８ページ、企業誘致対策事業は、町内に企業誘致をすることで、しごとやひとの流れを創出

し、若年層の定住を促進しようとするもので、現在、サテライトオフィスとして利用しておりま

す旧和田小学校に関する経常経費等の計上でございます。 

 定住対策事業は、お試し暮らし住宅の維持管理費のほか、東京圏移住支援事業支援金などを計

上しております。 

 ７０ページ、空家対策事業は、空家等の適切な管理及び有効活用の促進を図る基礎資料とする

ため、空家等実態調査委託料や空家リフォーム助成金などを計上しております。 

 空家有効活用事業は、定住対策の一環として、町で一括借り上げした空家を移住者や町内外の

若者へ住居の提供を行っている物件に要する維持経費の計上でございます。 

 ７１ページ、若者定住促進住宅用地整備事業は、東和地区での用地貸付に関する維持管理経費

を計上しております。 

 若者定住促進住宅建設事業は、若者の定住を促進するため、若者向け住宅の建設を行うもので

ありますが、令和４年度は、大島地区への第３期分の住宅建設の実施設計及び造成工事費として

３,７７４万８,０００円を計上しております。 

 定住促進住宅建設事業は、浮島地区の定住促進住宅建設に係る工事費など１億２,２４３万

６,０００円の計上でございます。 

 ７２ページ、７目支所及び出張所費では、１億１,５７６万３,０００円を計上しており、各庁

舎の維持管理のほか、工事請負費、原材料費、小規模施設整備事業補助金により、防災減災対策

をはじめ、地域住民からの要望に迅速に対応しようとするものでございます。 

 また、各出張所経費には、会計年度任用職員の報酬、施設の維持管理経費を計上しております。 

 主なものは、久賀支所管理経費の修繕費に久賀庁舎空調機器冷凍機能低下に伴う修繕費など

３３８万６,０００円を、７５ページ上段、大島支所管理経費の委託料に、大島庁舎の中央監視

装置及び伝送端末装置更新に係る設計業務委託料９４万６,０００円を計上しております。 

 ８３ページ、総合支所経費（新型コロナウイルス対策）には、自動証明書交付サービス整備

（キオスク端末）を大島庁舎に設置する経費８３６万９,０００円を計上しております。 

 ８目電子計算費の電算システム管理事業費は、基幹系業務システムや内部情報系システムの保

守管理、庁舎間ネットワーク等の維持管理経費など、１億６,９０４万２,０００円の計上となっ

ております。 

 ８５ページ、ＤⅩ推進事業では、町民の方へスマートフォン教室を開催する経費として、委託

料にデジタル活用支援業務３９万６,０００円の計上や、基幹系システム整備など、２,７４３万
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３,０００円を計上しております。 

 ８６ページ、９目地域振興費の地域づくり推進事業は、地域づくり活動支援補助金等の計上で

あります。 

 自治会関係事業費は、コミュニティ施設の指定管理料や自治会振興奨励金などを計上しており

ます。 

 ８７ページ、町人会経費は、町人会等に係る必要な経費の計上をいたしております。 

 地域おこし協力隊経費におきましては、５つの事業を計上しており、８７ページに定住関連、

８８ページに情報関連、９０ページに農林関連、９１ページに水産関連、９２ページに商工関連

とそれぞれの活動に必要な経費の計上をいたしております。 

 また、インターン制度を活用した募集も行う予定としております。 

 ９３ページ、集落支援員経費につきましても、活動に必要な経費の計上をいたしております。 

 ９４ページ、１０目交通安全対策費につきましては、公共の場に防犯カメラを設置する工事費

１４８万５,０００円のほか、交通安全に係る啓発経費、交通安全協会への負担金等の計上でご

ざいます。 

 ９５ページ、１１目諸費は、４５９万円の計上でありますが、県市町総合事務組合をはじめと

する各種団体への負担金が主なものでございます。 

 ９６ページ、２項徴税費１目税務総務費、９７ページの返還金及び還付金等におきましては、

償還金や還付加算金等の経費の計上を、２目賦課徴収費におきましては、納税通知書の印刷及び

郵送等に係る経費や、３年に１度の評価替えに伴う固定資産標準地鑑定業務委託料や地方税共通

納税システム改修業務委託料などの計上でございます。 

 ９９ページ、３項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳一般管理経費につきましては、戸籍

システム・住民基本台帳ネットワークシステム等の保守点検料や事務機器の借り上げ料、法改正

に伴う各システムの改修経費などの計上でございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費でございますが、２目参議院議員選挙費は、７月２５日任期満了を迎える参議院議

員の選挙に係る経費２,３４７万２,０００円を計上いたしております。 

 １０４ページ、５項統計調査費でございますが、就業構造基本調査や住宅・土地統計調査の準

備などに係る経費の計上でございます。 

 １０５ページ、６項監査委員費は、監査委員事務費及び監査委員研修費を計上いたしておりま

す。 

 続きまして、３款民生費でございます。 

 １項社会福祉費１目社会福祉総務費の１０６ページ、社会福祉総務一般経費は、成年後見支援
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センター開設に伴い、報償費及び印刷製本費に必要な経費を計上いたしております。地域住民に

権利擁護を身近に感じてもらうための普及啓発等を行うものでございます。 

 １０７ページ、福祉タクシー利用助成事業は、福祉タクシー利用助成経費を、社会福祉協議会

運営支援には、町社会福祉協議会への補助金４,６９６万５,０００円を、民生委員児童委員会経

費には、民生委員児童委員の活動費として１,５１５万６,０００円を計上いたしております。 

 １０８ページ、福祉医療事業には、１億１,７６７万９,０００円の計上でございますが、福祉

医療費一部負担金助成事業基金からの充当をいたしております。 

 ちびっ子医療費助成事業は、１,２５２万７,０００円を計上しております。小学生以下の全て

の子供の医療費を無料化とするものでございます。 

 １０９ページ、中学生医療費助成事業は、ちびっ子医療費助成事業の対象を拡充し、中学生ま

でを対象とした医療費の無料化を行うもので、５３９万３,０００円の計上でございます。 

 ちびっ子医療費助成事業及び中学生医療費助成事業には、それぞれちびっ子医療費助成事業基

金からの充当をいたしております。 

 人権啓発活動事業は、人権に関する町民意識調査を行う経費を印刷製本費、通信運搬費及び委

託料に計上いたしております。 

 福祉センター運営経費は、久賀福祉センターの管理運営経費６５５万８,０００円の計上とな

っております。 

 １１１ページ、社会福祉施設整備事業経費は、老人ホームやグループホーム等の各施設の借地

料などのほか、修繕費と工事請負費にしらとり苑の空調機等取替経費を計上いたしております。 

 １１２ページ、生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援員の配置

に係る経費等を計上いたしております。 

 １１３ページ、生活困窮者自立支援事業（新型コロナウイルス対策）は、４５７万８,０００円

を計上しております。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付

を利用しても、なお困窮している世帯に対して、就労による自立を図るため、全額国の補助金に

より支援金を交付する事業でございます。 

 １１４ページ、２目障害福祉費の障害福祉一般経費につきましては、町外の就労訓練事業所へ

通うために要する交通費を助成する障害者就労訓練施設通所交通費助成事業が主なものでござい

ます。 

 １１５ページ、障害者地域生活支援事業には、１,２８１万３,０００円を計上し、障害者への

訪問入浴サービス事業、障害者相談支援事業、移動支援事業等の委託料、また日常生活用具給付

事業、自動車運転免許取得費助成事業などの扶助費が主なものでございます。 
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 １１６ページ、障害者自立支援給付費事業は、４億５,２５３万２,０００円の計上でございま

すが、負担金、補助及び交付金において、障害者に対する在宅でのサービスや施設への入所、通

所に要する介護給付費・訓練等給付費の４億３,１８０万２,０００円が主なものとなっておりま

す。 

 １１７ページ、更生医療事業は１,４５９万６,０００円の計上。 

 特別障害者手当等給付事業は、福祉事務所の設置に伴うもので、特別障害者手当及び障害児福

祉手当として、６０２万８,０００円を扶助費として計上しております。 

 また、障害児施設給付費事業は、１,６４２万４,０００円を計上し、障害児通所給付費が主な

ものとなっております。 

 １１９ページ、３目老人福祉費の老人福祉一般経費は、はり・きゅう等施術助成事業、ねたき

り老人等紙おむつ助成事業の扶助費が主なもので、８１７万１,０００円の計上でございます。 

 １２０ページの老人福祉事業は、高齢者生活福祉センターしらとり苑と和田苑の指定管理料や、

養護老人ホームの入所に対する老人保護措置費など、１億６,１４２万１,０００円の計上であり

ます。 

 敬老会事業は、敬老会の実施に係る経費の計上、介護予防・地域支え合い事業（補助）につき

ましては、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会が実施する健康づくり事業等への補助金の計上

でございます。 

 また、１２１ページ、介護予防・地域支え合い事業（単独）は、町が単独事業として取り組む

もので、食の自立支援事業、緊急通報システム事業、高齢者の地域活動等事業補助に係る予算、

９１８万８,０００円の計上となっております。 

 県後期高齢者医療広域連合事業は、医療給付費の一部を負担する後期高齢者療養給付費等負担

金及び事務費等負担金、合わせて４億２１万１,０００円を計上しております。 

 １２２ページ、４目国民年金費、国民年金一般経費は、国民年金の受付業務等を行う経費を計

上いたしております。 

 ５目は介護保険対策費を計上いたしております。 

 １２４ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費のうち、児童福祉総務一般経費では、ファ

ミリー・サポート・センターの開設を検討するための子ども子育てニーズ調査業務委託料のほか、

各保育所で月２回程度開催を予定しております保育所英語講師派遣事業の講師への報償費等が主

なものでございます。 

 １２５ページの児童クラブ運営事業は、町内児童クラブの運営委託料や放課後児童支援員等処

遇改善臨時特例事業補助金など、３,０５３万６,０００円の計上でございます。 

 １２６ページ、地域組織活動育成事業は、母親クラブへの補助金の計上でございます。 
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 地域子育て支援拠点事業は、子育て支援センターを運営委託する地域子育て支援拠点事業委託

料２,２３５万９,０００円を計上いたしております。 

 児童公園等管理業務には、福祉課が管理しております児童公園等の維持管理経費の計上でござ

います。 

 児童館運営経費は、久賀福祉センター２階に設置をしております児童館に関する経費５１１万

８,０００円の計上でございます。 

 １２７ページ、家庭児童相談援助事業は、福祉事務所の設置に伴い、家庭児童相談室に配置す

る家庭相談員に要する経費が主なものでございます。 

 １２８ページ、２目児童措置費の児童手当事業は、児童手当の給付に要する事務費と給付費、

合わせて９,９７１万円の計上でございます。 

 給付額につきましては、３歳未満児には月額１万５,０００円、３歳以上小学校終了前までは

月額１万円、第３子以降は月額１万５,０００円、中学生が月額１万円、所得限度額を超える世

帯の場合は月額５,０００円となっております。 

 ３目母子福祉費は、福祉事務所の設置に伴う事業で、４,６０５万７,０００円の計上となって

おります。 

 児童扶養手当事業は、ひとり親世帯等の養育支援で、１２９ページ、児童扶養手当の扶助費、

３,９９２万２,０００円が主なものとなっております。 

 母子家庭等自立支援給付金事業は、母子家庭等の自立のための就業支援を行うもので、扶助費

１４０万円の計上、母子・父子自立支援相談事業は、母子・父子・寡婦の自立支援に係る相談事

業を実施するものであり、母子・父子自立支援員への報酬が主なものとなっております。 

 また、１３０ページ、母子生活支援施設措置委託事業は、心身と生活を安定させるため、母子

生活支援施設へ入所措置を取った場合の施設への支弁経費を計上するものでございます。 

 ４目保育所費は、町立保育所の運営費として、職員人件費を含め、４,７３７万７,０００円の

計上でございます。 

 １３２ページ、５目保育所運営費は、私立保育所の運営に係る委託料と障害児保育事業、延長

保育促進事業、保育士等の研修を支援する子ども・子育て支援体制整備総合推進事業、副食費補

助金及び保育士等処遇改善臨時特例事業などの各補助金の計上であり、計４億７,３４９万

９,０００円となっております。 

 ３項生活保護費は、１目生活保護総務費に生活保護等の関係事務に要する職員人件費３,９０８万

円を、１３３ページ、生活保護総務一般経費に事務経費として１,０４８万１,０００円を計上し

ており、嘱託医への報酬、生活保護システムの機器更新の委託料が主なものでございます。 

 １３４ページ、２目扶助費におきましては、生活保護費関係の扶助費２億９,２４４万円の計
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上となっておりますが、世帯数と受給者数の減少により、前年度比２,６１１万９,０００円の減

額計上となっております。 

 続きまして、１３５ページ、４款衛生費１項保健衛生費でございます。 

 １目保健衛生総務費の保健総務一般経費は、１,０００万円の計上でありますが、離島巡回診

療、離島での救急患者発生の際の救急患者輸送の委託料のほか、公用車１台分の更新に係る購入

経費などの計上でございます。 

 １３７ページ、食生活改善推進事業には、食生活改善推進協議会補助金を、健康増進計画推進

事業は、減塩と運動及び身体活動の推進に重点を置いて取り組む経費を計上いたしております。 

 １３８ページの母子保健事業は、産婦・乳児の心身のケア等を行う産後ケア事業に加え、不妊

治療費助成金や未熟児養育医療給付金に係る費用を計上いたしております。 

 母子健診事業は、妊婦健診や乳児健診の委託料のほか、弱視の早期発見に役立てるため、屈折

検査機器の購入費を計上いたしております。 

 １３９ページ、子育て世代包括支援センター事業は、委託料に妊娠・出産・子育てに関する情

報配信サービスを行う経費を計上いたしております。 

 １４０ページの救急医療体制事業は、町内の一次救急及び二次救急である柳井広域圏の救急医

療体制の確立を図るため、１,５７５万４,０００円を計上するものでございます。 

 救急告示病院である周東総合病院への運営費負担金や、医療機関において安心して出産できる

環境を確保するための周産期医療支援事業、産科医確保支援事業の補助金及び周産期医師確保支

援事業補助金等も計上しております。 

 １４１ページ、しまとぴあスカイセンター管理業務は、施設の管理経費３９４万円の計上でご

ざいます。 

 また、１４２ページ、日良居庁舎管理経費には、庁舎の維持管理に係る経費６０３万４,０００円

を計上するものでございます。 

 地域外来・検査センター設置運営事業（新型コロナウイルス対策）には、令和２年１０月に開

設をいたしました地域外来・検査センターの設置運営に係る経費３６８万９,０００円を計上い

たしております。 

 １４３ページ、２目予防費の健康増進事業は、町民の健康の保持増進を図るため、健康相談、

健康教育、訪問指導や節目検診として、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、

食塩摂取量調査の実施に係る経費として２５０万１,０００円を計上いたしております。 

 １４４ページ、検診事業は、２,９０５万９,０００円の計上でございます。 

 各種がん検診や脳ドック検診等の経費を計上しており、がんの早期発見、早期治療を目指すも

のでございます。 
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 予防接種事業では、小児に対する四種混合、日本脳炎などのほか、高齢者のインフルエンザ、

６５歳から５歳ごとの節目を対象とする成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種、風しんの追加的対

策として抗体検査・予防接種等、４,１０６万９,０００円を計上し、実施することとしておりま

す。 

 １４５ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、１４６ページ、新型コロナウ

イルスワクチン接種対策費におきましては、新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施を図

るための体制整備経費及び接種費用を計上いたしております。 

 次に、３目環境衛生総務費、環境衛生総務一般経費は、海洋ごみの発生抑制対策に係る講演会

等の開催経費を報償費、消耗品費などに計上いたしております。 

 １４７ページ、施設維持管理費は、町営墓園、公衆トイレの維持管理経費の計上でございます。 

 １４８ページ、地域ねこ活動等推進事業は、令和３年度より実施しておりますが、飼い主のい

ない猫の適正管理を推進する活動等を行う地域・団体等に活動費の一部を助成するものでござい

ます。 

 広域水道企業団関係費は、柳井地域広域水道企業団への補助金６４万３,０００円の計上、ま

た合併浄化槽設置事業におきましては、下水道等処理区域との格差是正及び汚水処理人口普及率

の向上を目的として、町単独でのかさ上げ補助を行っております。 

 １４９ページ、久賀東庁舎維持管理事業では、久賀東庁舎の維持管理経費３１９万４,０００円

の計上であります。 

 ４目火葬場費は、３,２８１万１,０００円計上し、町内の斎場の管理運営を行うものでござい

ます。 

 １５２ページ、２項清掃費１目清掃総務費は、職員人件費１,８８５万１,０００円の計上であ

ります。 

 １５３ページ、２目じん芥処理費のうち、じん芥処理経費は、主に廃棄物収集のための経費と

して８,４３７万６,０００円の計上でございますが、ごみ分別の手引きの改訂版を作成する経費

を印刷製本費に計上しております。 

 １５４ページ、じん芥処理施設管理経費は、清掃センターの維持管理経費として１億６,２５７万

９,０００円の計上でありますが、施設の長寿命化を図るための定期補修等修繕費を６,１９２万

６,０００円、１５５ページ、施設運転管理業務委託料５,０８０万７,０００円、清掃センター

の大型計量器トラックスケールの更新工事費等、５６８万１,０００円が主なものとなっており

ます。 

 不燃物処理施設管理経費は、環境センターの維持管理を行うための５,５１０万２,０００円を

計上しております。 
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 １５６ページ、定期補修等の修繕費が１,９０５万６,０００円、資源ごみ選別業務に

１,３４７万５,０００円、リサイクル不適物運搬処分の委託料８７７万１,０００円等が主なも

のとなっております。 

 １５７ページ、３目し尿処理費のし尿処理経費は、情島、前島、笠佐島の各離島におけるし尿

処理施設維持管理等の経費を計上しております。 

 １５８ページ、し尿処理施設管理経費の１億１,２２８万９,０００円は、衛生センターの維持

管理経費でございます。 

 清掃センターと同様に、施設の運転管理の外部委託により、効率的な運用を図ることとしてお

ります。長寿命化を図るための定期補修等修繕費１,８９２万１,０００円、施設運転管理業務委

託料２,９６０万３,０００円、また施設運転開始時から使用しており、劣化の著しいメタノール

タンク等更新工事費２,６９６万１,０００円を計上いたしております。 

 次に、１５９ページ、５款農林水産業費でございます。 

 １項農業費１目農業委員会費の農業委員会一般経費は、農業委員及び農地利用最適化推進委員

の報酬及び委員会の運営経費等のほか、農家農地ＧＩＳシステム改修業務委託料２００万円、備

品購入費に農地利用状況調査等で使用するタブレット購入費６４万円の計上でございます。 

 １６１ページ、機構集積支援事業は、農地の利用状況等の調査や農地等の台帳整備などを行う

会計年度任用職員の人件費等を計上いたしております。 

 ２目農業総務費の１６２ページ、農業総務費一般経費は、１,１３３万９,０００円の計上です

が、日良居地区水利施設等保全高度化事業の換地事務に係る換地委員会の報償費や換地業務委託

料など、山口県からの委託金を受けて所要額を計上いたしております。 

 農山漁村振興対策事業は、沖家室アウトドアフィールド整備事業に係るオートキャンプ場、管

理棟などの工事費等、１億６,９１４万５,０００円を計上いたしております。 

 １６３ページの３目農業振興費の農業振興対策一般経費は、ルーラルオレンジフェスタ事業負

担金、生改連協議会補助金等のほか、農業者の円滑な事業承継の促進を目的とし、承継者に対し

て支援を行う承継者支援金２００万円を新規計上いたしております。 

 １６４ページ、担い手総合支援事業は、１,９９２万３,０００円の計上でございます。 

 委託料の大島農業担い手就農支援事業は、かんきつ主体の新規就農希望者の研修支援といたし

まして、ＪＡ山口県周防大島統括本部等の業務の中で就農に向けた研修を行おうとするもので、

２名分、２１６万円の計上をしております。 

 また、負担金、補助及び交付金においては、担い手育成総合支援協議会への交付金のほか

１,７７６万３,０００円を計上し、新規就農者の支援を行うこととしております。 

 特産対策事業では、２,２９０万１,０００円を計上し、主に本町の基幹産業であるかんきつ栽
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培等を支援することとしており、病害虫発生防止のための伐採や薬剤の助成等を実施することと

しております。 

 大島かんきつ産地継承実践プランの実現に向け、ゆめほっぺなどの高品質果実の安定生産を図

るため、タイベックマルチ・排水対策事業補助金、ゆめほっぺ比率向上対策事業補助金等も、引

き続き計上いたしております。 

 このほか、新規就業者等産地拡大促進事業補助金により、ハウス施設導入に取り組む農業者の

負担軽減を図るため、ハウス施設導入モデル支援事業補助金を計上しております。 

 １６５ページ、中山間地域等直接支払事業は、１,４３０万２,０００円の計上で、農地の多面

的機能の確保のため、３０集落協定地区を対象にした予算計上でございます。 

 １６６ページの橘地区農産物加工センター管理運営経費から、１６７ページの大島地区農産物

加工センター管理運営経費までは、各農産物加工施設の維持管理経費を計上いたしております。 

 また、農園施設管理経費は、市民農園施設であるガルテンヴィラ大島やクカインガルデンの維

持管理経費でございます。 

 １６８ページ、耕作放棄地解消支援事業は、県営耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業の組織

づくり等事業推進に要する戸田地区の事務的な経費の計上、１６９ページ、農地中間管理機構事

業は、山口県において設置されている農地中間管理機構の業務の一部を受託するものでございま

す。 

 環境保全型農業直接支払事業につきましては、環境に優しい農業に取り組む農業者を支援する

ための経費の計上であります。 

 ４目畜産業費は、東部地区家畜診療所運営への負担金が主なものとなっております。 

 １７０ページ、５目農地費、農地一般管理経費は、事務的経費のほか、県土地改良連合会負担

金などが主なものでございます。 

 １７１ページ、農村公園維持管理経費は、白木農村公園、内入農村公園、小泊農村公園及び橘

グリーンパークの維持管理経費を計上しております。 

 また、排水施設管理事業は、農林課が所管する排水施設の管理経費でございますが、土居排水

機場のポンプ取替工事や下田排水機場遊水池のしゅんせつ工事等が主なものとなっております。 

 １７２ページ、県営農業基盤整備事業は、農道保全対策事業や耕作放棄地解消発生防止基盤整

備事業、日良居地区の水利施設等保全高度化事業として県が行う事業の負担金４,１００万円の

計上であります。 

 また、広域農道管理事業は、県から移譲を受けた広域営農団地農道の維持管理経費の計上で、

主にはトンネル施設の維持管理を行う経費でございます。 

 １７３ページ、ため池等管理経費でございますが、ため池調査業務委託料は、ため池届出書が
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未提出のため池について、現地確認や聞き取り調査を行うものでございます。 

 また、多面的機能支払事業は、地域が共同で行う農業・農村の有する多面的機能を支える活動

や地域資源の質的向上を図る活動を支援するもので、３７４万１,０００円の計上となっており

ます。 

 １７４ページ、農業用施設維持管理経費は、１,３９１万５,０００円の計上でございますが、

農道施設の分筆、境界確認業務や地域からの要望に対応する工事請負費９００万円が主なもので

ございます。 

 ６目水田営農費は、経営所得安定対策推進事業として５１万円の計上であります。 

 主に水田の現地確認等に要する経費や、周防大島地域農業再生協議会に対する事務費の補助金

を計上するものでございます。 

 １７５ページから１７８ページまでの７目農村環境改善センター費は、蒲野、沖浦、油田、白

木の各農村環境改善センターに係る管理経費で、合計８５４万８,０００円の計上でございます。 

 １７８ページからの２項林業費１目林業総務費では、林業総務一般経費において、町有林の火

災保険料や遊歩道の伐採等を行う工事費を計上しております。 

 １７９ページ、自然公園施設等維持管理業務は、自然公園の遊歩道等の維持管理に係る委託料

の計上でございます。 

 有害鳥獣捕獲事業におきましては、タヌキ、イノシシ等の有害鳥獣を捕獲するための委託料

１,８１３万円、鳥獣害対策マスタープラン作成業務３５２万６,０００円を新規計上しておりま

す。 

 また、イノシシ捕獲用箱わなの購入費、狩猟免許取得費用補助金、イノシシの被害対策として

設置する防護柵等の購入費を助成する鳥獣被害防止施設等整備事業補助金など、合計３,７６３万

３,０００円の計上となっております。 

 なお、鳥獣害対策マスタープラン作成に係る経費に関しましては、ふるさと寄附金を財源に積

立てをしておりますふるさと応援基金からの充当をすることとしております。 

 １８０ページ、海域保全管理事業は、瀬戸内海国立公園海域及び陸域公園地区の自然環境の保

全と、ニホンアワサンゴ等の資源を活用した地域振興の推進を図るための事業費を計上いたして

おりますが、令和４年度は、地家室園地における拠点施設整備に係る工事費など、２億７,７０７万

３,０００円の計上でございます。 

 １８１ページ、２目林業振興費、造林事業には、町有林の適切な管理・整備に要する経費を、

また林業振興対策事業には、経営管理が適切に行われていない個人所有の森林を、適切な森林経

営について支援または管理をするための経費を計上いたしております。 

 １８２ページ、３目林道施設費、林道施設一般経費は、既設林道の維持補修に関する経費につ
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いての計上となっております。（「部長、休憩に入ろう」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（荒川 政義君）  お疲れでした。 

 暫時休憩します。 

午前10時34分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時46分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  続きを読む前に、４２ページの１８款の繰入金のところで、財政調

整基金が４億６,４０５万１,０００円のところを７億６,４０５万１,０００円と、どうも言い間

違えていましたので、この場を借りておわび申し上げます。 

 では引き続いて、３項水産業費１目水産業総務費、１８３ページの水産総務一般経費は、県内

海東部栽培漁業協会や県漁港漁場協会等への負担金が主なものとなっております。 

 水産加工施設管理経費は、水産加工団地の維持管理経費の計上でございます。 

 １８４ページ、２目水産業振興費の水産振興対策事業では、３,４２４万８,０００円の計上で

ございますが、ナルトビエイ等の有害生物駆除に係る委託料１１０万３,０００円の計上のほか、

負担金、補助及び交付金では、漁業経営構造改善事業補助金として１,８８６万円、新規漁業就

業者確保育成推進事業補助金に１,０９７万５,０００円、また漁業者の円滑な事業承継の促進を

目的とし、承継者に対して支援を行う承継者支援金２００万円を新規計上いたしております。 

 １８５ページ、水産多面的機能発揮事業は、漁業者等の多面的機能の効果的・効率的な発揮に

資する地域団体の取組を支援するため、水産多面的事業負担金を計上いたしております。 

 単県農山漁村整備事業（水産振興）１４１万３,０００円の計上は、タコ産卵施設の設置を行

う事業であり、種苗放流育成事業につきましては１,１８３万６,０００円を計上し、種苗放流に

係る種苗購入経費等を漁協へ補助金として交付するものでございます。 

 農水産物等集出荷施設管理費は、農水産物等集出荷施設の維持管理経費の計上でございます。 

 １８６ページ、漁具倉庫管理経費は、漁具倉庫の維持管理を行う経費でございます。 

 漁場清掃事業は、海岸漂着物等の収集物運搬処理等を行う経費として２３１万１,０００円の

計上でございます。 

 ３目漁港管理費、漁港施設管理事業は、４,９５８万１,０００円を計上し、町内各漁港施設の

維持管理を行うものでございます。 

 漁港施設の補修、改良のための工事請負費は、２,５８０万円の計上でございます。 

 １８７ページ、漁港施設整備事業は、１億２,７９０万円を計上し、漁港施設の維持管理計画

に基づき、施設の長寿命化を図るため、機能増進事業や機能保全事業に係る経費を計上いたして
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おります。 

 １８８ページをお願いいたします。 

 ４目海岸保全事業費は、職員人件費も含め９,５２７万３,０００円を計上し、高潮対策や老朽

化対策として、護岸等の新設・改良を実施するものでございます。 

 １８９ページからは、６款商工費でございます。 

 １項商工費１目商工総務費、１９０ページ、商工総務一般経費は、事務的経費を計上、

１９１ページ、消費者行政事業は、柳井圏域１市４町が共同して相談窓口を設置する広域消費生

活センターの負担金等を計上いたしております。 

 ２目商工業振興費の商工振興事業は、周防大島町商工会への商工振興事業補助金９８９万

７,０００円のほか、商工業者の円滑な事業承継の促進を目的とし、承継者に対して支援を行う

承継者支援金２００万円を新規計上いたしております。 

 商工業者金融対策事業は、商工業振興対策設備資金利子補給金や商工業者特別融資保証料補給

金を計上いたしております。 

 １９２ページ、労働者福祉対策事業は、中小企業勤労者小口資金貸付金が主なものでございま

す。 

 バス交通対策事業は、主に負担金、補助及び交付金の生活交通路線維持負担金４,０６４万

７,０００円のほか、令和５年度に予定しております防長バス車両のＩＣカード導入に係るバス

交通整備費等補助金２１４万円、地域公共交通計画策定補助金１,０３０万５,０００円の計上で

ございます。 

 １９３ページ、交通施設管理経費は、伊保田港待合所、周防下田駅、東瀬戸バスセンターの維

持管理経費を計上いたしております。 

 廃止バス路線代替運行事業につきましては、奥畑線に係る生活バス路線対策補助金６７０万円

の計上が主なものでございます。 

 離島交通対策経費は、５６２万６,０００円を笠佐航路の運航経費として計上いたしておりま

す。 

 １９４ページ、竜崎温泉管理運営経費は、３,１１４万８,０００円の計上でございますが、指

定管理料１,３５３万円や工事請負費、備品購入費が主なものとなっております。 

 １９５ページ、ながうらスポーツ滞在型施設管理運営経費は、３,６７４万８,０００円の計上

でございます。 

 芝グラウンド法面の雨水対策工事に伴う測量予備設計業務委託料１,０６２万９,０００円、指

定管理料１,５２０万円のほか、防犯カメラ設置工事や大ログハウスの外装改修工事が主なもの

でございます。 
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 １９６ページの中小企業従業員住宅管理経費は、維持管理経費として１２２万８,０００円の

計上であります。 

 陸奥記念館等管理運営経費におきましては、３,４４２万５,０００円を計上し、陸奥記念館、

陸奥野営場、なぎさ水族館の管理運営をするための人件費や工事請負費、備品購入費等でござい

ます。 

 また、１９８ページ、総合交流ターミナル管理運営経費では、道の駅サザンセトとうわの維持

管理費等の計上でございますが、工事請負費に道の駅駐車場監視カメラ設置工事費を計上いたし

ております。 

 ２００ページ、サン・スポーツランド片添等管理運営経費におきましては、逗子ヶ浜にある青

少年旅行村の管理棟新築工事完了のため、減額での計上となっております。 

 地域経済活性化支援事業（新型コロナウイルス対策）は、経営革新及び基盤強化の促進に取り

組む事業者に対して補助金を交付するもので、１,０００万円を新規計上いたしております。 

 ３目観光費、観光一般経費では、３,６４１万５,０００円の計上でございます。 

 広告料においては、周防大島の魅力を発信する広島送客誘発型広報事業を、負担金、補助及び

交付金では、周防大島観光協会への補助金２,３４３万６,０００円や観光振興事業助成基金を活

用した観光振興事業への補助金のほか、新たに周防大島サイクルアイランド推進協議会補助金を

計上いたしております。 

 ２０２ページ、施設維持管理運営経費は、片添ヶ浜温泉源泉及び自然休養村管理センターの維

持管理経費９,６４１万５,０００円の計上でございますが、主なものは、自然休養村管理セン

ター解体工事、片添ヶ浜温泉源泉除鉄除マンガンろ過装置更新工事に係る経費といたしまして、

設計業務委託料や工事請負費にそれぞれ所要額を計上いたしております。 

 また、備品購入費は、隔年で購入する片添ヶ浜温泉源泉ポンプ購入費でございます。 

 体験交流型観光推進事業は、４８４万４,０００円の計上でございます。 

 体験型修学旅行の誘致など、体験交流型観光を推進するものでありますが、令和３年度は、新

型コロナウイルス感染症の影響により民泊の受け入れができませんでした。 

 なお、令和４年度につきましては、現在、２０校、２,４３７名の受入れを予定しております。 

 公園等管理経費につきましては、ビー玉海岸や屋代ダム公園等の管理経費のほか、町が県から

指定管理者として指定されております片添ヶ浜海浜公園について、一般社団法人東和ふるさとセ

ンターへ管理を再委託する委託料等を計上いたしております。 

 ２０４ページ、星野哲郎記念館管理運営経費は、維持管理経費とイベント・企画展の実施に係

る経費等、１,５９６万８,０００円の計上となっております。 

 ２０６ページ、ゆめはな開花プロジェクト推進事業は、県や山口県振興協会の補助を受けて実
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施する農林課所管の少人数によるツアーイベント、商工観光課所管の瀬戸内アルプス縦走ウォー

キングイベントの実施等に係る経費を計上いたしております。 

 次は、７款土木費でございます。 

 １項土木管理費１目土木総務費、２０７ページの土木総務一般経費におきましては、合併前か

ら使用しております旧町単位の管内図を更新する経費といたしまして、委託料に管内図作成業務

５,６２１万円を計上いたしております。 

 続きまして、２０８ページの２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費の道路橋りょう維持

管理事業につきましては、町道維持管理に係る町道管理委託料や工事請負費、工事原材料費等を

計上しております。 

 なお、２０９ページの工事請負費には４,０００万円を計上し、住民生活に密着した生活道等

の整備に当たることとしております。 

 また、街灯管理事業では、電気料のほか、街灯の補修や新設の経費等、合わせて６７１万

５,０００円の計上であります。 

 ２目道路新設改良費の道路新設改良事業では、道路新設改良のための委託料や工事請負費など、

計１億６,３４４万２,０００円を計上いたしております。 

 なお、委託料の道路施設計画策定業務は、道路メンテナンス事業補助制度要綱の改正に伴い、

橋りょう及びトンネル等の長寿命化修繕計画の修正見直しを行うものでございます。 

 ２１１ページ、３項河川費１目河川管理費、河川施設管理事業は、６４４万５,０００円の計

上でございますが、水門、陸閘、ポンプの管理経費が主なものとなっております。 

 ２目河川建設費の河川整備事業は、３,０４９万６,０００円の計上で、河川整備に係る測量設

計業務委託料・工事請負費等を計上いたしております。 

 また、県事業負担金（河川）では、自然災害防止事業、急傾斜地崩壊対策事業、津波・高潮危

機管理対策緊急事業への県事業負担金として２,０７５万５,０００円を計上しております。 

 ２１２ページ、４項港湾費のうち１目港湾管理費は、各港湾の樋門、ポンプの管理委託料が主

なもので、９７４万５,０００円を計上、２目港湾建設費、県事業負担金（港湾）は、港整備交

付金事業や海岸高潮・老朽化対策事業等の県事業負担金として４,５００万円を計上しておりま

す。 

 ２１３ページ、５項都市計画費１目都市計画総務費の都市計画一般経費は、都市計画に関する

受託事務経費として５５８万５,０００円を計上しております。 

 なお、５年に１回行う都市計画基礎調査事業委託料５２９万５,０００円を計上いたしており

ます。 

 また、県事業負担金（都市計画）におきましては、都市公園事業負担金として、片添ヶ浜海浜
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公園の公園整備事業に係る負担金の計上であります。 

 次に、２１４ページ、６項住宅費でございます。 

 １目住宅管理費の公営住宅維持管理経費は、公営住宅の維持管理のための経費で、５,２１５万

４,０００円の計上でございますが、令和４年度におきましては、蔵本住宅の下水道接続工事費

を、また新開団地住宅の下水道接続工事に係る実施設計業務を計上しております。 

 ２１５ページ、公営住宅一般経費は、住宅用地環境整備委託料を、若者定住促進住宅一般管理

経費におきましては、小松開作地区に建設した住宅の維持管理経費の計上となっております。 

 続きまして、２１６ページ、８款消防費でございます。 

 １項消防費１目常備消防経費は、柳井地区広域消防組合への負担金３億８６４万３,０００円

の計上でございます。 

 ２目非常備消防費は、１億８２６万６,０００円の計上でございます。 

 消防団活動事業は、消防団員に対する報酬及び各種出動手当や、各地区へ配備するための消防

可搬ポンプの購入費用、消防団員補償等事務負担金が主なものとなっておりますが、出動報酬は

国の基準に基づき、一部見直しを行っております。 

 また、消耗品費には、消防活動における消防団員の安全性向上を図るため、消防団員用ヘッド

ライト購入費を計上しております。 

 ２１８ページ、消防施設管理事業は、消防車両の維持管理費や消防ホース等の購入費が主なも

のでございます。 

 ３目消防施設費、消防施設整備事業は、地域の防火体制を強化するため、小積地区・秋地区へ

の耐震性貯水槽設置工事費など、３,４５１万９,０００円の計上でございます。 

 ２１９ページ、４目災害対策費のうち、災害対策事業費は、２,４９４万３,０００円の計上で

ございます。 

 ２２０ページ、高潮に対する避難体制の充実・強化を図るため、高潮ハザードマップ整備事業

１,２３７万５,０００円の計上や、自主防災組織の充実を図るための自主防災組織等防災訓練補

助金１２０万円、木造住宅耐震改修補助金２００万円、自主防災組織防災資機材整備補助金

１５０万円などを計上いたしております。 

 防災センター運営費は、県からの指定管理を受け、山口県大島防災センターの管理運営を行う

ものでありますが、２,３４７万５,０００円の計上となっております。 

 ２２３ページからは、９款教育費でございます。 

 １項教育総務費１目教育委員会費は、教育委員の報酬、教育委員会会議等の運営に係る経費の

計上でございます。 

 ２目事務局費、２２４ページの教育総務一般経費は、１,０２８万５,０００円の計上、



- 110 - 

２２６ページ、廃校利用対策経費は、廃校の維持管理経費１,４５７万５,０００円を計上いたし

ております。工事請負費５４９万４,０００円は、旧安下庄中学校の高圧受電設備改修工事でご

ざいます。 

 学校環境整備経費は、各小中学校の草刈等維持管理経費でございます。 

 ２２７ページ、語学留学生派遣事業は、町内在住の高等学校または高等専門学校の１年生から

３年生を対象に、本町と姉妹島縁組のありますハワイ州カウアイ島へ語学留学生を派遣し、参加

者の支援を行うものであります。 

 学校教育一般経費におきましては、学校教育行政に係る一般経費２,５１４万６,０００円の計

上でございます。 

 ２２９ページ、特別支援教育支援事業は、個別の支援が必要な児童生徒に支援を行うために、

町内の小中学校１１校に２３名の特別支援教育支援員を配置する経費２,４８６万１,０００円の

計上でございます。 

 適応指導教室事業においては、様々な事情で登校できない児童生徒を受け入れ、登校に向けた

支援を行うための適応指導教室の支援員の報酬等を計上しております。 

 また、ＳＳＷ派遣事業は、児童生徒が抱える問題の相談業務を専門的に行うスクールソーシャ

ルワーカーの派遣に関する経費を計上しております。 

 ２３０ページ、読書活動推進事業は、読書活動推進員を町内全ての小中学校へ配置する経費で

ございます。 

 ＩＣＴ教育推進事業では、タブレット購入費を計上しておりますが、ＩＣＴ支援員やインター

ネット使用料などの経費は、２３５ページの新型コロナウイルス対策事業に別途計上いたしてお

ります。 

 部活動指導員配置事業は、中学校における運動部等への専門的な指導等を行う部活動指導員を

配置する経費でございます。 

 国際交流支援事業は、英会話への関心と異文化の交流を推進するため、町内の中学校へ国際交

流支援員を派遣する事業でございます。 

 ２３１ページ、検定支援事業は、小学５年生から中学３年生を対象に、基礎的、基本的な学習

内容の定着や学ぶ意欲や向上心を育てるため、漢字、数学、英語の検定試験料を各年１回、全額

助成するものでございます。 

 学校統合経費は、１億２,０３４万９,０００円を計上しております。 

 令和５年４月の森野小学校と城山小学校の統合に向けて、旧東和中学校校舎等改修工事費や閉

校式及び開校式に係る経費が主なものでございます。 

 ２３２ページ、スクールバス管理運営経費は、スクールバスの管理運営をするための経費
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７,９７６万１,０００円の計上でございますが、小学校統合に伴う新規路線の追加によるスクー

ルバス１台の購入費やスクールバス運行委託料が主なものとなっております。 

 外国青年英語指導事業につきましては、主にＡＬＴ２名による英語指導事業に係る経費の計上

でございます。 

 ２３３ページ、英語教育推進事業は、中学生と高校生を対象に実施するイングリッシュキャン

プに対する英語教育推進事業補助金や小学生のイングリッシュデイキャンプを実施するための経

費を計上しております。 

 また、小学校が学校教育の中で英語教育に取り組むグローバル教育推進事業補助金についても

計上いたしております。 

 次からは、新型コロナウイルス感染症対策として、消毒液など、消耗品費等を各小中学校対策

支援事業にそれぞれ計上いたしております。 

 また、２３５ページ、中学校施設改修事業（新型コロナウイルス対策）は、周防大島中学校運

動場手洗場設置工事費の計上でございます。 

 ＩＣＴ教育推進事業（新型コロナウイルス対策）でございますが、ＩＣＴ教育推進のための経

費７２７万円を計上するものでございます。 

 ＩＣＴを有効的に活用した学習を行うため、ＩＣＴ支援員の配置や、Ｗｉ─Ｆｉ環境のない家

庭にモバイルルーターを貸し出すなどの環境整備が主なものとなっております。 

 次に、２３６ページ、２項小学校費でございます。 

 １目学校管理費の小学校施設管理経費は、町内９つの小学校の光熱水費、電話料等の通信運搬

費、学校警備等の委託料、借地料など、３,３６５万３,０００円の計上でございます。 

 ２３７ページ、小学校施設改修事業は、頻繁に不具合が発生しております安下庄小学校普通教

室棟の空調改修工事関係経費として５,６６２万１,０００円の計上でございます。 

 小学校事務局経費は、学校医・学校薬剤師の報酬、校長会負担金の計上、また小学校各種検診

業務委託事業には、各種検診等の経費を計上しております。 

 ２３８ページ、久賀小学校管理運営経費から、２４３ページの安下庄小学校管理運営経費まで

は、町内９つの小学校の管理経費について計上いたしております。 

 ２４４ページ、２目教育振興費、要保護・準要保護児童就学援助事業は、小学校の就学援助費

の計上、また久賀小学校教育振興経費から、２４８ページの安下庄小学校教育振興経費までは、

各小学校の教材備品の購入等に係る経費の計上でございます。 

 ２４９ページ、３項中学校費１目学校管理費の中学校施設管理経費は、１,４１６万３,０００円

を計上しており、主に光熱水費、借地料のほか、工事請負費には、大島中学校グラウンドの真砂

土の流出対応のため、グラウンド整備費を計上しております。 
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 中学校事務局経費は、学校医及び学校薬剤師の報酬、校長会負担金が主なものでございます。 

 また、中学校各種検診業務委託事業には、各種検診等の経費を計上しております。 

 ２５１ページ、遠距離生徒通学費補助事業には、浮島在住の生徒の通学に係る渡船料の補助金

を計上しております。 

 周防大島中学校管理運営経費から、２５２ページの大島中学校管理運営経費までは、この２つ

の中学校の管理経費を計上いたしております。 

 ２５３ページ、２目教育振興費、要保護・準要保護生徒就学援助事業は、中学校の就学援助費

等の計上、県体等派遣補助事業、中高一貫教育補助事業は、それぞれ事業の補助金を計上してお

ります。 

 周防大島中学校教育振興経費から、２５４ページの大島中学校教育振興経費までは、中学校の

教育振興経費を計上しております。 

 次に、４項社会教育費でございます。 

 １目社会教育総務費、２５５ページ、社会教育振興経費では、１,３３４万１,０００円の計上

でございます。 

 社会教育課及び各公民館の会計年度任用職員の報酬６８４万３,０００円、スポーツ・文化等

の全国大会への参加者を激励するための報償費４５万円や、２５６ページ、派遣社会教育主事の

負担金などが主なものとなっております。 

 社会教育関係団体補助事業は、婦人会への補助金等を、青少年健全育成一般経費では、青少年

問題協議会委員の報酬等でございます。 

 ２５７ページ、教育支援活動促進事業でございますが、学校・家庭・地域の連携協力推進を行

う学校支援地域本部事業の委託料が主なものでございます。 

 二十歳の集い事業は、成人式から名称を変更した二十歳の集いの開催経費と、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で中止となった令和２年度成人式に代わる事業として集いの場を設けることと

し、その経費も計上しております。 

 青少年健全育成関係団体補助事業は、子ども会育成連絡協議会補助金、町内小学校の６年生を

対象に実施する洋上セミナーの補助金などを計上しております。 

 ２５８ページの人権教育推進事業では、人権教育を幅広く推進することを目的に実施する町人

権教育推進大会、人権教育講座の実施や人権教育推進委員会の開催に１１２万９,０００円の計

上であります。 

 ふるさと文化推進事業では、文化的な活動により地域の活性化を図る事業を公募選定し、活動

支援する周防大島町文化振興事業補助金等を計上いたしております。 

 ２５９ページ、生涯学習講座事業は、各旧町単位で実施しております生涯学習講座の開催に係
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る経費１９４万８,０００円の計上でございます。 

 ２目公民館費は、久賀、椋野、大島、橘、日良居の各公民館及びかんころ楽園の管理運営経費

を計上し、生涯学習の推進を図るものでございます。 

 ２６４ページからの３目図書館費では、各図書館の管理運営経費、図書購入費等の計上をして

おります。 

 ２６７ページ、４目文化財保護費の文化財保護・管理経費は、文化財保護に係る経費の計上を、

２６８ページ、服部屋敷・収蔵庫管理運営経費は、施設管理に係るものでございます。 

 ５目社会教育施設費は、大島文化センターのほか、町内の各種社会教育施設の管理運営経費と

して５,８６４万６,０００円の計上でございますが、２７２ページ、学習等供用施設管理運営経

費において、椋野北地区学習会館の下水道接続に係る工事請負費及び受益者分担金を計上してお

ります。 

 また、令和３年度に大島文化センターの中央監視装置・端末伝送装置及び事務室系統の空調機

の更新工事が完了したため、目全体では減額となっております。 

 次に、２７６ページ、５項保健体育費でございます。 

 １目保健体育総務費、保健体育一般経費では、会計年度任用職員やスポーツ推進委員報酬等の

ほか、体育施設等維持管理業務委託料等を計上しております。 

 ２７７ページ下段の大島郡体育協会運営経費は、大島郡体育協会及び各支部の体育協会が実施

する大会に係る経費を計上しております。 

 また、２７８ページからのサザンレク片添ビーチバレー大会事業、大島一周駅伝・周防大島リ

レーマラソン事業、サザン・セト大島ロードレース大会事業及びサザン・セト大島少年サッカー

大会事業の運営経費が主なものでございます。 

 大島一周駅伝・周防大島リレーマラソン事業については、これまでの大会名を変更することと

し、コースの変更を行い、リレーマラソンの部を新設する予定としております。 

 また、サザン・セト大島少年サッカー大会についても、大会規模の見直しを行い、期間は２日

間、参加募集は、中国地方を中心に３２チームとする方向で計画しております。 

 ２８１ページからの２目体育施設管理費は、各体育施設の管理運営経費の計上でございます。 

 また、各施設に設置しているバスケットゴールの落下防止対策を講じるため、点検や補強、さ

らには撤去工事を行う経費の計上をしております。 

 ２８５ページ、総合体育館・陸上競技場管理運営経費は、指定管理料１,９２６万１,０００円

のほか、総合体育館の外壁改修工事費など、施設の維持管理に必要な経費を計上いたしておりま

す。 

 ２８７ページ、３目学校給食費は、町内４か所の学校給食センターの管理運営経費１億
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１,８６５万８,０００円の計上でございますが、全ての学校給食センターにおきまして、外部委

託による調理、配送業務を行っているところでございます。 

 ２９１ページの１０款災害復旧費は、１項農林水産業施設災害復旧費に１万円の計上、２項公

共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費、２９２ページ、過年度道路橋りょう補助災

害復旧事業は７,５７０万円の計上でございますが、令和３年災の町道久賀・土居線道路災害復

旧工事などでございます。 

 １１款公債費では、町債の長期借入金元金償還経費１７億４３８万９,０００円と、長期借入

金利子支払経費７,２５９万１,０００円、一時借入金の利子として１０万円を見込み、合わせて

１７億７,７０８万円の計上でございます。対前年度５,０４０万８,０００円の減額となってお

ります。 

 ２９３ページ、１２款諸支出金１項繰出金１目繰出金では、説明欄にありますとおり、国民健

康保険事業特別会計から、下水道事業特別会計までの各特別会計への繰出金として３３億

１,８２９万５,０００円を計上いたしております。 

 また、２９４ページ、予備費には、３,０００万円を計上いたしております。 

 ２９５ページからは、給与費明細書であります。 

 ３０４ページは、地方債に関する調書、３０５ページからは債務負担行為に関する調書となっ

ております。 

 以上で、議案第１号令和４年度周防大島町一般会計予算についての補足説明を終わります。何

とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらさせていただ

きます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 質疑につきましては、歳入と歳出を分けて、それぞれ一括で行います。 

 なお、質疑に際しましては、ページの御指示をお願いいたします。 

 はじめに、歳入について、質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  全体の話として、ちょっとすみません。施政方針でしたか、総合

計画の３つの基本目標の実現に向けた施策を着実に進めるための予算ということでありますけれ

ど、いろいろ事業があって、もちろん多岐にわたるということは当然なんですが、町長も実質的

に今回が御自身で編成された最初の予算ということになると思いますが、計画、予算というのも

含めて、町長が将来、１０年後、２０年後、この周防大島をどういうふうな町にしたいと考えて、

そしてそのためにどういう方向で進めていくか。 

 その中で、今年度の予算がどういうふうなことを実現するためにこういう予算を組んだんです

よというところが、ちょっとこの予算の概要とか、資料がありますけれど、何となくこれまでど
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おりというようなイメージも受けるんで、その辺があればちょっと具体的に、町長の思いの部分

でも結構なんで、そこをちょっとお示しいただければと思います。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員より御指摘をいただきました。このたびの新年度予算について

の町長の思いというところと、あとどのような将来像を描いてという問いであります。 

 こちらに対して、まずこの周防大島町には、令和３年度に第２次総合計画というものを策定い

たしました。 

 その中に３つの柱がありまして、まず１つ目の基本目標は、自然と共生した快適で活力あるま

ちづくり、そしてもう１つが人が元気で活躍するまちづくり、そして３つ目が安全・安心で思い

やりに満ちたまちづくりという目標をこの基本総合計画において上げております。 

 そして、施政方針でも申しましたけれども、５つの重点政策ということで、空家定住、そして

子育て・教育支援、防災対策、業務改善・デジタル化、そして有害鳥獣対策という５つの柱で整

理をしていったわけであります。 

 そして、この総合計画というものがあって、その先に各令和４年度の予算があるというふうな

ことで組み上げていったわけでありますけれども、田中議員御指摘のように、どういう思いでと

いうところで申しますと、このたびの予算は、この新型コロナウイルス感染症２年目であります

けれども、コロナ禍の中での堅実予算というような形になると思います。 

 ですから、新しいことはそれほど多くはない状況でありますし、その中でできることをしっか

りと組もう、そして施政方針でもお話をしましたけれども、これは公金を使って行う事業が全て

でありますので、しっかりとその意識を持って行うということでございます。 

 将来的、長い目というところで申しますと、私、目標に掲げておりますたのしい島・すみたい

島・いきたい島というものがあります。この将来的長い目、１０年、２０年先を見て、やはり住

民の皆さんに負担を少なくしていくことはもちろん、そしてまた住みよい場所であること、そし

て住みたくなるような場所であること、そして楽しく生活ができること、そして周防大島に来た

くなる、そしてまたここで、この地で人生最後まで終えたいと思えるような場所をつくるという

のが目標であります。 

 そのためにどうしていくかということと、このコロナ禍の中で新しいことがなかなかできづら

い中で、それでもこの予算を組む中で、よく家計に例えられますけれども、やはり生活費であっ

たり、住居費であったり、食費であったりというようなことを毎年、例年のとおり形づくらない

といけないものがある、制約がある中で、組んでいったものでございます。 

 それぞれ３つの大きな目標があって、そしてその下にまたそれぞれ枝分かれがあって、そして

今回の重点政策というところで、空家の定住、そして子育て・教育支援、防災対策、業務改善・
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デジタル化、そして有害鳥獣対策ということで上げさせていただいております。 

 また、細かいところは、また御質問があればお答えをさせていただきたいと思います。全体の

形で言うと、どのような形でと、これまでどおりのように見えるんですが、というところが御指

摘ありましたけれども、まさにそういった部分はあると思います。 

 なぜならコロナ禍において、なかなかまず行事がどんどんどんどん減っています。実際、本当

は開催をしたい気持ちがあるんですけれども、この感染状況により、残念ながら中止をしている

事業もあります。 

 そういった事業がなくて、寂しいなという町民の皆さんの声もたくさんいただきます。そうい

った寂しくなった心をしっかりポストコロナ、新型コロナウイルス感染症の後にしっかりと皆さ

んに喜んでもらえるような企画も、この時期にしっかりと考えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  限られた予算の中で、やらなきゃいけないこともあって、有効に、

新しい事業とか、どういう方向にといっても、それはなかなか現実問題として難しいところはあ

ると思いますが、限られた予算であるからこそ、町長が施政方針の中でも言われていますけれど、

財政健全化が最重要課題ということで、厳しい財政状況の下で、行政改革も取り組むということ

なんですが、その行政改革の観点から１つお尋ねをいたしますが、行政改革の実施計画には、財

政健全化の計画の推進で、広告掲載等による収入の確保とか、町税の収納率向上を図るといった

ことがうたわれていると思いますが、今年度予算０.１％増ですか、町税の対前年比では微増し

ていますけれど、これまでの過去の、昨年とか一昨年を見ると、決算では下がっていると、減額

になっていると。 

 要するに、この０.１％微増というのは、なかなか実現できるかどうかというのはちょっと疑

わしいところもありますが、行政改革のほうで、税収の向上を図るというふうにうたわれている

以上は、何らかの努力をする対策がこの予算の中にも盛り込まれているのかどうか、その辺の御

説明をお願いしたいと思います。 

 それと、今の広告収入、先ほど言いました広告掲載等による収入の確保については、予算の中

で何かあれば、ちょっとその部分についても御説明いただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  引き続き、田中議員にいただいた御質問でありますけれども、町税収入、

これを伸ばしていきたいという、自主財源の中で、町民の皆さんの税収、これが増えていくとい

うのが一番理想的なところでありますけれども、現実人口減少の中であります。 

 ですので、税収を大きく増加するというのはなかなか困難なことであろうかと思っております
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けれども、今、ふるさと納税もあります。 

 このふるさと納税は、様々な形があって、田中議員、以前から御指摘のとおり、さらに効率よ

くふるさと納税を活用すべきという御意見もいただいております。 

 まさにそのとおりでありまして、どのように町の産品を皆さんに知っていただくか、そしてま

たそれをどのように皆さんに楽しんでいただくか、そしてまたそれを広く皆さんにお知らせをし

て、多くの皆さん方に利用いただいて、そしてふるさと納税の意義を皆さんに知っていただく、

そういったことを努めていけば、このふるさと納税には、以前も私申しましたけれども、大変大

きな可能性があると思っておりますので、この分野もしっかりと力を入れていきたいというとこ

ろであります。 

 また、広告収入の掲載、こちらも予算の中でということでは、また後ほど説明があるかと思い

ますけれども、町民の皆さんの目に触れるところ、また町外の皆さんの目に触れるところで、そ

ういった広告ということもやっていく。これはほかの自治体でも行っておられることであります

ので、そちらもしっかりと勉強しながら取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  今の広告掲載等による収入の確保については、特に対策というん

ですか、収入の見込みもなければ、何らかの対策を講じるという予定もないということでよろし

いんですかね。 

 それとあわせて、先ほども申し上げましたけれど、町税の予算上はプラス０.１％増なんです

が、これまでの実績を言うと、マイナス決算になっていると、マイナス決算というか、増じゃな

くて減の決算になっていると、令和４年度については、このプラス０.１％増を維持するのか、

マイナスにしないという目標があるのか、その辺をちょっともう１回御答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  中元総務課長。 

○総務課長（中元 辰也君）  田中議員から、広報に係る収入等の予算計上はあるのかということ

でございますけれど、全てが予算に上げて取り組むべきものではないと思っております。 

 今回の行政改革の計画においても、令和７年度までの計画でございます。その間に、総務課各

課において、より効果的な収入が得られるように進めていかないと、というふうに思っておりま

す。 

 したがいまして、全て今回その予算に反映されているというふうには私どもも考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  ページで言いますと、３６ページ、３７ページにわたる部分にな
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るんですが、まず３６ページのほうで、清掃費補助金、市町管理海岸漂着物回収処理事業補助金、

３７ページのほうで、水産業費補助金の中で海岸漂着物等地域対策推進事業補助金と、県の支出

金のほうが上げられておりますが、どちらも令和３年度よりもかなりの増額になっているのでは

ないかと思います。 

 こちらの増額になった要因をお伺いしたいのですけれども、本町の例えば令和３年度までの取

組の実績に基づいて県のほうが増額くださったのか、それとも本町の令和４年度で、そういった

方面での取組が大きくなる予定があるということなのか、または山口県のほうで、そういった分

野について取組を強化すると、そういった視点で増額されたのか、また別の理由があるのか、分

かれば教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  ただいまの御質問の中の海岸漂着物についての補助金が倍にな

っております。昨年度に比べてです。 

 これは、今現在実施している、特に浮島の漁業活動において出たごみの収集運搬の国庫補助事

業に当たります。 

 現在、令和３年度は１００万円の補助金で実施しておりましたが、令和４年度は倍の要望をし

ております。現在のところ交付される見込みが立っておりますので、予算計上をしております。 

 倍増させた理由というのは、海洋ごみが多くて、通常よりも処分がだんだん増えているという

状況にありますので、そのような予算計上をいたしました。 

○議長（荒川 政義君）  濱中生活衛生課長。 

○生活衛生課長（濱中 靖夫君）  白鳥議員の市町管理海岸漂着物回収処理事業補助金の増額理由

ですけれど、新規事業として、環境衛生総務一般経費の中で、海洋ごみ発生抑制を対策とした講

演会等を行うイベントを予定しておりまして、これに当たる補助金の増額でございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 続きまして、歳出の質疑を行いたいと思います。質疑は全款一括で行います。 

 歳出についての質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  まず、個別の予算について、すみません、ちょっと予算の概要の

ほうで見ていただきたいと思いますが、沖家室アウトドアフィールド整備事業と地家室園地整備

事業というのがありますけれど、内容はごく簡単でいいんですけれど、この地区で、沖家室とか

地家室とか、こういったものを整備するという目的というんですか、事業目的と、将来的にどう
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いうふうな方向にして、もちろん町の活性化につなげていこうということだろうと思うんですが、

この町全体のですね。 

 それをどういうふうな仕組みというんですか、仕掛けというんですか、方向性を持って進めて

いこうとしているのか、その部分について、ちょっと御説明をお願いします。 

 それから、若者定住促進住宅、まずこれは予算が、恐らく建設は企画費、維持管理が住宅のほ

うだと思いますが、前からお聞きしたところによると、この住宅は定住対策が主な目的の事業で

あると、そのときに、昨年でしたか一昨年でしたか、委員会で質疑をしたら、これは政策企画課

のやる事業じゃないから分かりませんという御答弁がありました。 

 予算をどこに組まれるのかは、それは執行部の話なんですけれど、その目的にかなった事業を

進めるためには、きちっと対応すべきところが、１つは一本化しなきゃいけないと思いますし、

やるべきところが予算を持っているところが実施するという体制でないと、なかなか実効性とい

うんですか、意味がないと思うんですね。 

 まず、この若者定住促進住宅をどこが、どの部署が主体になって、その予算の計上費目、その

項目にかかわらず、どこが責任を持って予算を執行するのか、そこをちょっと教えてください。 

 それと、スポーツ観光誘致事業というのがありますけれど、これについて簡単に、どういう事

業になるのか、サイクルイベントだと思いますけれど、サイクルイベントするにあたってどうい

ったエリアで、どういう形でやっていくのか、簡単で結構です。 

 それと、もう１つは、農地保全と耕作放棄地対策、これ非常にこの地域で大きな課題になって

いると思うんですが、ちょっと予算を見る限り、あまり目立ったところがないのかなと思うので

すが、どういうところにどういった対策費が計上されているか、御説明をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  伊藤環境生活部長。 

○環境生活部長（伊藤 和也君）  田中議員の御質問ですけれども、どの部署が主体となってやる

のかという御質問ですが、生活衛生課におきましては、このたびの建築に関しまして、それと建

てた後の維持管理、これにつきましては生活衛生課のほうが主体となってやっております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  御質問の中のまず沖家室アウトドアフィールドと地家室園地整

備事業につきましては、最終的な目的は、交流人口の増加を見込むということが最終的な目標で

あります。 

 御存じのこともあろうかと思いますけれども、まず地家室園地整備事業、これはニホンアワサ

ンゴの群生地があの地区に見つかったということで、環境省が海域公園指定をしております。 

 アワサンゴが見つかったときに、町のほうとしてもアワサンゴ協議会というのを設立しまして、
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保全と活用について、ずっと協議をしてきました。 

 そして、何より特筆すべきことが地元の盛り上がりといいますか、地元の取組が非常に活発で

あり、自ら白木半島夢プランというものを作成しております。 

 それが環境省に認められて、この施設を造る次第になったところであります。この施設につき

ましては、環境省直轄部分と町の事業主体で造る部分、両方があります。 

 それから、沖家室アウトドアフィールド、これも地元の活動が非常に認められたと言っていい

と思っております。これも国庫補助事業でありまして、やまぐち元気生活圏活力創出事業補助金

という事業について、農泊の推進なんですが、その事業計画が採択をされ、２分の１の国庫補助

事業で築造を決めた次第です。 

 それから、農地保全、耕作放棄地対策として項目が見受けられないという御指摘ですが、一番

大きいのは予算書１７２ページに県営農業基盤整備事業というものがございます。 

 これは県事業への町の負担金になりますが、この県営事業が何をしているかということですけ

れども、果樹における圃場整備を行っております。 

 山口県内で果樹の圃場整備というのは初めての取組だそうですが、急傾斜な農地を平らにした

りとか、畑一つ一つに給水口を設けて、タンクで水を運ぶ必要がない、それから車が横づけでき

る、そういう圃場整備を実施しております。これは県の事業ですが、町も負担金を出し、抜本的

な耕作放棄地とならないような取組の１つだと思っております。 

 ちなみに、平成２４年度から令和元年度まで久賀地区で、畑能庄という地区で実施をしまして、

現在、戸田地区で実施をしております。令和４年度からは日良居地区の圃場整備に取りかかる予

定でおります。 

 それ以外の農地保全及び耕作放棄地対策というのは、予算書で言いますと、１６４ページ、担

い手総合支援事業の各メニュー、これも耕作放棄地を出さないためには何をすべきか、担い手を

確保する、育てる事業というふうに思っております。 

 それから、１６４ページにあります特産対策事業、これも間接的な耕作放棄地を防止するため

の各種支援補助金を計上しております。 

 以上です。 

 失礼しました。スポーツ観光誘致事業でございますが、２つのイベントの実施を計画しており

ます。１つが、サザンセト・ロングライドｉｎやまぐち、これに係る負担金、それから経費の計

上、それから２つ目が、シマクル２０２２周防大島というイベント、これについては補助金を計

上しております。 

 サザンセト・ロングライドｉｎやまぐちというのは、柳井市、周防大島町、平生町、田布施町、

上関町、１市４町で協議会をつくり、その圏内を自転車で回っていただく、それからシマクル
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２０２２周防大島というのは、周防大島町内、５つのエイドステーションを設け、道の駅を出発

地点として、５か所のエイドステーションを周りながら、地元のものを食べていただいたり、景

色を楽しんでいただくというイベントの実施予定でおります。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  先ほど歳入のところで答弁があった行政改革の関係なんですが、

広告収入の確保については何もないということなんですけれど、行政改革も令和３年度から令和

７年度までの５か年計画で、この令和４年度、２年目の５分の２。 

 いっぺんにできるんなら５か年計画立てる必要もないし、単年度計画でいいと思うんですが、

何らかの具体的な成果というんですか、そういったものを出していかないと、なかなか行政改革

の実効性というのは上がらないんじゃないかなと思いますけれど、この歳出のほうで、例えば、

１つでいいですから事例として、これは行政改革の実施計画の中である程度進捗が出て、これだ

けの効果が出ていますよというものがもしあれば、お示しいただきたいと思います。なければ、

ちょっと気が早いですが、来年度どういう目標で、どこの部分を成果として求めるのか、全体と

して底上げを図るのか、そういったことを御答弁いただきたいと思います。 

 それから、サイクルイベントについては結構なことなんですが、もう１つ実施する中で安全対

策、町民の方とか、交通の安全対策、それとか通行路の環境整備、そういったことも考えていか

ないといけないんじゃないかなと思いますが、そういったことへの対策というのはどのように講

じられていくのか、御説明ください。 

 それと、沖家室アウトドアフィールド、地家室園地整備事業のほうについてはちょっと御説明

がなかったんですが、要するに地家室園地整備事業については、アワサンゴの何かそういう拠点、

アワサンゴを観察するような拠点の施設を造るということで、沖家室アウトドアフィールドにつ

いては、農泊という御説明がありましたけれど、要するにオートキャンプ場を整備するというこ

とだろうと思うんですが、それで交流人口の増加を目指すということが目標で、それも結構なこ

となんですが、じゃ交流人口、来る人が増えただけで、じゃそれが地元の経済なりに波及しない

と、最終的には地域活性化につながらないと思うんですね。 

 そこをどういうふうに仕組みをつくっていくのか、いや、それは交流人口、単に来る人が増え

ればそれでいいんですよというんであれば、町としてそういう方針も否定するわけじゃありませ

んけれど、それによっていろんな弊害も出てきますから、そのプラスアルファのというか、経済

効果の部分を見据えないと、なかなか公金を使って、この大きな事業をやっていくという合理性

というのが成り立たないんじゃないかなと思いますが、そこの経済効果をどういうふうに出して

いくのかという仕組みというんですか、方向性、方針について御答弁をお願いします。 

 それから、若者定住促進住宅、一応生活衛生課のほうで建築、維持をやられるということなん
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ですが、だったら何で企画のほうに予算が上がっているのか、これは生活衛生課のほうで全部予

算を計上すべきじゃないのかなと思いますが、その辺の何か理由があれば教えてください。 

 それと、農地保全、耕作放棄地対策、これについては県営事業とかで大規模な、私も見ており

ますが、そういう整備は、対策はやられていると、やっていないわけじゃないよということなん

ですが、それは大規模なほう、一方で小さな、例えば一般の個人所有の農地の耕作放棄地、荒廃

しているところが増えていると、そういうところにソーラーパネルを設置するという方も増えて

います。 

 要するに、農地としての使用は減っているというんですか、そういったところを町としてどう

いうふうに考えるのか、町としてソーラーへの転用もやむを得ないというふうに考える方針を取

っているのか、それともあくまでも有効な資源として農地を守っていくという、そういった方針

であるのか、その辺をちょっと御答弁ください。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  田中議員の御質問の行政改革大綱で示された重点取組で、どのよう

な成果が上がったかというお話でございますが、まず本町では、令和３年度から令和７年度を計

画期間に、第４次行政改革大綱を令和３年度に策定しておりますが、この行政改革実施計画にお

いて、重点取組項目ごとに取組内容とか、取組効果、スケジュール、成果指標、取組状況を作成

することとしております。 

 この重点取組項目につきましては、まず基本方針が３つございまして、行政サービスの充実、

住民の協働、簡素で効率的な行財政運営に分類しまして、項目としては４４項目に取り組んでい

るところでございます。 

 令和３年度におきましては、この中で、先ほど一例で申しましたが、令和３年度で取り組んだ

中でいきますと、重点項目の中にあります処分可能な町有地の売却等の促進、これは未利用用地

の土地を４件ほど売却しております。 

 また、この関係で、令和４年度に本町が取り組むことといたしましたのは、これも一例で申し

上げますと、行政サービスの充実の窓口サービスの充実として、行政証明書交付サービス、キオ

スク端末の設置だったり、あと公共料金納付窓口の拡大といたしまして、ＰａｙＰａｙ、Ｐａｙ

Ｂのスマホ決済の導入をこの令和４年度で行うこととしております。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  まず、スポーツ観光事業についての安全対策的な部分であろう

かと思います。 

 現状、自転車が通る専用通行帯というのは当然ないわけでございまして、実施にあたって警察

署とコース、それから安全対策について協議をした上で実施することとしております。 
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 その中で、警察のほうから御指摘があれば、その辺に留意をしていきたい、また実施をしてい

るというところでございます。 

 それから、地家室園地整備事業につきましては、先ほどちょっと内容についてお話をしており

ませんでしたが、学習展示室とか、屋外学習施設、管理事務所、倉庫、それから多目的室やトイ

レ、シャワーといったものを整備する予定でおります。 

 今言ったように、誘客を増やすことを目的とする施設でありますが、アワサンゴの生態等を学

習していただくというものもございます。 

 それから、地家室園地整備事業、それから沖家室アウトドアフィールド、交流人口を増やすと

いうことを先ほど申し上げましたけれども、地家室園地整備事業においても、それから沖家室ア

ウトドアフィールドにおいても、朝市とか、地元の物産を販売する機会を考えております。まず

は、そこからであろうというふうには考えております。 

 それから、耕作放棄地、農地が太陽光パネルになるというところも多く出ているという御指摘

です。現実的に太陽光パネルの設置は増えているような実態があります。全国的な中でのエネル

ギー政策から見れば、耕作放棄地になっているよりは、太陽光パネルを設置したほうが荒れない

しいいということはありますが、農業という第１次産業を守るべく立場としまして、非常に心苦

しいところでおります。 

 ただ、現在のところ太陽光パネル設置を抑制する、禁止する、そういったことは考えておりま

せん。現状のところは、申請に対して手続的、法的に問題がなければ、許可をしておるというと

ころでございます。 

 今後の耕作放棄地対策として、小規模な部分の耕作放棄地が多発といいますか、増えていって

いるという現状は、十分認識はしております。先ほど言いました特産対策事業や担い手総合支援

事業等で、少しでも耕作放棄地が減るような施策を考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（荒川 政義君）  濱中生活衛生課長。 

○生活衛生課長（濱中 靖夫君）  先ほどの若者定住促進住宅が企画費のほうに予算計上されてい

るということですけれど、定住施策を考える中で、ハードとソフトの両方を実施していく必要が

あると考えております。定住の関連事業ということで、企画費に予算計上がされています。 

 先ほど部長が申し上げましたが、建設と維持管理につきましては、生活衛生課のほうですが、

定住を考えていく上では、定住部局と共同して進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  私からは、地家室園地整備事業、そして沖家室アウトドアフィールドに

ついて、お話をさせていただきます。 
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 先ほど瀬川産業建設部長から説明があったところでありますけれども、これは町にとっても大

変大きな事業でありますので、私からも思いをお話をさせていただきます。 

 この地家室園地整備事業は、これは環境省と一緒になって取り組むものでございます。 

 そして、これは老若男女、これはたくさんの人に訪れていただいて、ニホンアワサンゴの生態

を知っていただく、そしてそれだけではなくて、まずこの地家室園地の場所に来ていただいて、

その先に自転車であったり、山歩き、瀬戸内アルプスの縦走であったり、そしてまた宮本常一記

念館であったり、そしてまたハワイ移民であったり、そしてお食事、そして温浴施設に行ってい

ただくですとか、そういった拠点として広く、島中をフィールドにしていただくような形で集客

をするというのが目的であります。 

 そして、それだけではなくて、小学校や中学校の遠足などでも活用いただいたり、また高齢者

の方の行楽というところでも使っていただいて、そこを拠点に動いていただくというような形を

取れたらと願っております。 

 そして、沖家室アウトドアフィールドも、こちらもこの地家室園地のこの拠点として、これは

連動するような形で活用できればと思っています。今まさにキャンプブームでありますので、そ

ういったところもこの沖家室島の発展にもよい影響があればというふうに思っております。 

 いろんな活用をこの地家室園地を拠点にして行っていきたいというところで、環境省とも一緒

に取り組んでまいる事業でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  ちょっと最後に１点だけ確認なんですが、今回の予算の中には、

例えば法令に抵触することを起因とする予算とか、予算自体が法令に抵触しているというような

ものは、当然ないということでいいですね。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  田中議員の御質問のまず法令の関係でございますが、５７ページに

あります自治体契約研修業務２７万５,０００円、これは全職員を対象とした契約事務に関する

研修を業務委託するものであります。（「対策はいいです」と呼ぶ者あり）はい。一応対策が関

連しますので、一言だけ。 

 それと、５７ページに職員研修負担金８８万４,０００円、これは山口県セミナーパーク、市

町村中央研修所等による職員研修により、職員に対する公務員倫理研修等の事項を進めるための

予算計上をしておるのと、あと新規といたしまして、５９ページの報償費で２２万２,０００円

の有識者意見交換会でございますが、この事業につきましては、町長のほうから説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 
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○町長（藤本 淨孝君）  今、田中議員から御指摘をいただきました。その予算自体が法令に抵触

しないかというところであります。 

 そういったところは、ないというふうな思いで、当然ないということで、予算をしっかりと編

成をさせていただいたところであります。 

 先ほど大下総務部長から、有識者会議という話が上がりましたので、一言私から申し述べます

けれども、これは私が必要だということで予算を策定させてもらったものであります。 

 そして、これも公金を使うものでありますので、しっかりと運営をしていく、私が育てていき

たい事業であるんですけれども、これは町内で御活躍になれているあらゆる業種の方がいらっし

ゃいます。あらゆる事業を携わっている方がおられます。 

 そして、この周防大島町役場の各事業のお話をする中で、これは、例えば庁の中の、この役場

の中の常識がもしかしたら、勤務の状況であったり、また職員間のやり取り、こういったものが

庁の中の当たり前、常識、それがともすると、役場を出ると、これは全く形が違うよというよう

なことがあるかと思います。 

 ですので、逆に庁のやり方のほうがいいよということもあるかもしれません。そういったこと

を有識者の皆さんと話し合ったり、また交流を持つことで、この新たな発見をしてもらいたいと

いう思いで、この有識者会議というものを設定いたしました。 

 そして、中にもコンプライアンスに関わるものであったり、そしてまた勤務、働き方のことで

あったり、その当たり前というものをどういったものであるのか、一旦いろんな目線で見てみる

という場が必要と感じましたので、そのような予算の設定をさせていただいたところでございま

す。お願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後０時09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 歳出の質疑を行っております。質疑はございませんか。新田議員。 

○議員（９番 新田 健介君）  私からは２つほど質問させていただきます。 

 まず、予算書で１３９ページになります。子育て支援アプリ情報配信サービス、こちらについ

て。これは昨年、山口県がはじめております母子手帳アプリ、母子モというものを活用するもの

なのかどうか。あと、この内容と運用開始の見込みがあればお聞きしたいと思います。 

 そして、もう１つ、予算書で１４５ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、

こちらに関して３回目の接種に関する予算計上がございますが、ただいまの現状のこの接種率、
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こちらについてお伺いしたいと思います。お願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  新田議員から２点ほど御質問いただきましたので、御回答を申

し上げたいと思います。 

 １点目でございます。県が昨年の１０月からはじめました母子モというシステムでございます

が、母子の健康データを簡単に記録管理できる電子の母子手帳というようなサービスでございま

すが、スマートフォンを用いまして妊娠中の記録、乳幼児の健康診査等の子供の成長記録、予防

接種のスケジュールの管理、そして山口県が昨年の１０月からはじめているこの母子モのサービ

スで、令和４年度から子育てＡＩコンシェルジュというものをスマートフォンとＳＮＳを活用し

て、妊娠・出産・子育てに関する問合せを２４時間３６５日対応でするシステムというものを市

町と連携をして構築をするということになっておりまして、本町も令和４年度の予算に計上をし

ておるところでございます。 

 それから、２点目の新型コロナウイルスワクチンの３回目追加接種、ブースター接種について

の現状での接種率ということでございますが、本町は町民の皆さんの御理解、そして関係機関の

御支援をいただきまして非常に順調に接種が進んでおりまして、山口県下でもトップクラスの接

種率ということに現状ではなっております。 

 接種率で申し上げますと、１８歳以上で、昨年度において２回接種をされた方が１万２,５１６人

いらっしゃいます。令和４年３月６日時点で７,１６６人５７.３％の接種を終えております。こ

のまま順調に予約が入ってくれば３月末には、おおむねこのブースター接種は完了できるという

ような今状態になっております。 

 ただし、先般、議会で申し上げましたが、小人の新型コロナウイルスワクチン接種の２回目を

令和４年４月に行います。それから、現段階の予約率といいますか、２回接種をして今回予約を

されている方が大体８割方ということになっております。様子を見ている方が２０％弱まだいら

っしゃるという状況でございますので、その方等に対する接種を令和４年４月末までに完了した

いというふうに思っているところでございます。 

 なお、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、先ほど１万２,５１６人という数字

を申し上げましたが、それ以上の新型コロナウイルスワクチンは既に確保ができております。令

和４年３月６日の集団接種でファイザーを用いて約５００人の集団接種を行っておりますが、令

和４年３月１４日から全ての医療機関における個別接種も含んで、モデルナからファイザーへの

切替えを行います。よって、ファイザーを希望されて待っている方については、この機会を通じ

て御予約をいただきたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上です。 
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○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  新田議員より御質問をいただきました新型コロナウイルスワクチン接種、

そして子育てアプリの件についてであります。 

 今、近藤健康福祉部長から答弁がありましたとおりであるんですけれども、この子育てアプリ

についても町では子育て支援センター、そして次に保育料の完全無償化があり、また、ちびっ子

医療の補助金、医療補助によって連動して切れ目なく子育て支援ができるようにと心がけており

ます。 

 そして、小学校にはこのたび新規で──小学校、中学校の方も使っていただけますけれども、

各図書館にはデジタル、Ｗｉ─Ｆｉを設置しまして、家庭でなかなかデジタル環境が整わない児

童に対しても、図書館でこのＷｉ─Ｆｉを供給することによってお勉強していただくというよう

なことも準備をしておるところでございます。 

 そして、新型コロナウイルスワクチン接種につきましても、これも近藤健康福祉部長から御説

明があったとおりであります。そしてまた、町民の皆様に御協力をいただいておりまして、３回

目の接種は順調に進んでおるということで聞いております。コールセンター、そしてネット予約

ということであります。初めのときは少しかかりづらいというようなお声もいただいておりまし

たけれども、順調に今３回目の接種は、先ほどありましたように、５７.３％と県内でも高い水

準で推移をしております。これもお正月、令和４年１月から町内の感染者が急増いたしました。

役場、そしてまた担当部署では昼夜問わず対応をして感染防止、そして感染された方の対応をさ

せていただいたところであります。 

 町全体でこれは取り組む必要があることであり、一番大変だったのは担当部署であろうかと思

いますけれども、そのように今現在、引き続き行っておるところでございます。町民の皆様には、

引き続き感染防止に努めていただくとともに、個別の生活の中では皆さん気をつけていただいて

おりますので、今までどおりの感染防止に心がけていただければと存じます。よろしくお願いし

ます。 

○議長（荒川 政義君）  新田議員。 

○議員（９番 新田 健介君）  非常によく分かりました。ありがとうございます。 

 接種率は非常に高いようで安心しておりますが、これは各医療機関及び関係者の皆様、そして

職員の方々、この皆さんの頑張りがあってこそだと思います。感謝申し上げるとともに、一定の

職員の方々などに負担がいかないように御配慮もしっかりと願いたいと思います。 

 そして、もう１つだけ質問ですが、子育ての支援アプリ、こちらに関してはこの予算でやって

いくということなんですけれども、近隣の市町、例えば柳井市でも、やなでこｂｙ母子モという

のが令和３年１１月から開始されております。また、上関町などでも同じようなことを昨年から
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されていらっしゃるんですけれども、本町におきましてはちょっとずれてはじまるということで、

なぜこのタイミングになったかだけ教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  導入が遅くなった理由はなぜかと、こういう御質問だろうと思

うんですが。 

 本町は出生をされる、産まれる子供さんが大変少ないということで、これまでは保健師が個別

の対応をするということで行ってきていたわけでございますが、昨今の状況も考えていきますと、

やはりスマートフォンで情報を入手される方も非常にたくさんいらっしゃるということ、それか

ら先ほど申し上げたように、山口県もこの４月からは県内市町と連携をして２４時間体制で情報

発信をしていきますということも考えると同時になんですが、町として今回は１つの主要な施策

としてＤＸということも掲げておりますので、この４月からの導入を目指すということになって

おります。 

 これまで私たちの考え方で言うと、機械に頼るのではなくて個々個別に相談に応じて対応して

いくというのが、本来の保健業務の趣旨だろうというふうに私たちは思ってやってきたんですが、

少し他市町よりは導入が遅れたというところはあるんだろうというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  ８３ページの総務費の関係でちょっとお尋ねいたします。総合支

所の自動証明書交付サービス、キオスク端末の関係でございます。８３６万９,０００円という

ことで上がっておりますけれど、これはごめんなさい、３点ほどお尋ねいたします。 

 大島総合支所にということでとなっておりますけれど、なぜ大島総合支所なのかということと、

２点目が経済効果といいますか、効果が必ず上がってくるんだろうと思いますし、新聞を見ます

と繁忙時に利用するということを書いておりましたけれど、その効果が出たものをどのように生

かしていくのかというのが２点目。 

 ３点目が、ここにあります自動証明書交付サービス整備業務で７９２万円上がっていますけれ

ど、この内容といいますか、内訳が分かれば教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  竹田議員からの御質問にお答えいたします。 

 まずは１点目で、なぜ大島総合支所なのかということでございます。 

 まず、導入にあたりましては、どこの施設に導入するのが一番効果的かというあたりも検討い

たしました。それと現大島庁舎におきましては、１階で大変混雑をする状況にございます。整理
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カードを取ってお客様にお待ちいただくような状況がございますので、まずは大島総合支所から

ということで、このたびの予算計上となっております。 

 それから、２点目の効果ということでございます。 

 まず、効果といたしましては、窓口の非接触と３密を回避することができるというのが１点ご

ざいます。あわせて、庁舎内に行政のキオスク端末を設置することで窓口の待ち時間を短縮する

こと、混雑時にも住民票等の取得ができるようになります。それから、取得率の高まっておりま

すマイナンバーカードを利用したサービスということで、自由に使っていただけるというところ

がございます。 

 それから、３点目の委託費でございますが、これにつきましては専用の行政のキオスク端末と

いうことでＪ─ＬＩＳに対応しました自動証明書交付サービス機、これの導入と据付調整等の経

費となっております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  ありがとうございます。キオスク端末をつけるのは大変結構なこ

とですし、私もどんどんこういうのが入ってくるのはよいというのはよく分かっておるんですが、

先ほど町長の方針の中でたのしい島といきたい島・すみたい島、たのしい島といきたい島という

のは恐らくそんなにハードルが高くないんだと思いますけれど、すみたい島ということで今いろ

んな課題があります。 

 そういった中で、キオスク端末といえばコンビニエンスストアにあるその機械を私もイメージ

するんですが、橘で言えば日良居地区、久賀、大島にあります。大変このコンパクトな機械の中

でいろんなことができるということで大変よいと思っておるんですが、この過疎が進む中でコ

ピーができないとか、いろいろ下へ行くほど、そういった状況にあります。 

 それで、これはリースなんだろうと思うんですけれど、今言われた理由もよく分かりますし、

職員が忙しいところを少しでも助けていくという、それはそれでいいんですが。ぜひとも１つ、

これは移動ができるのかどうかというところもちょっとお聞きしたいんですけれど。実証実験じ

ゃないけれど、実験をしてみた中で効果が上がったら、ぜひともそういうことを考えていただき

たいということと、この７９２万円です。 

 これには負担金というんですか、結局、全国のセンターみたいなのがあるんですかね、そうい

ったことを契約する中で。そういったところに納める負担金というのも入っているんだろうと思

うんですが、そこは人口規模によって金額が決まると書いてあるんですけれど、そこら辺が幾ら

か分かれば教えていただきたいと思います。 

 できれば、その２点ほどよろしくお願いします。 
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○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  このキオスク端末については、やはり１台当たり高価なものであります。

本来でしたら４つの支所に置きたいところではあるんですけれども、まずは一番訪れる方が多い

大島総合支所に設置をして、そして動向をしっかりと見て、また今後検討していくということに

しております。久賀や日良居にあるコンビニエンスストアの端末、複合機のような形であります。 

 それが例えば、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアに行っても同じように住民

票であったり出していただけるんです。それが役場でも同じようにできるということが大事、そ

してまたこの大島総合支所、先ほど岡本統括総合支所長からもお話がありましたとおり、３月、

４月はかなり混雑をします。職員の負担というものもかなり大きいものがありますので、その負

担軽減という意味も込めて設置をするというものであります。 

 移動ということはちょっと後ほどまた説明があるかと思うんですが、これも今のところ大島総

合支所に置いてというふうに検討しておるところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  竹田議員御質問の、今回のキオスク端末の負担金についてでござい

ますが、コンビニ交付運営負担金の中に含まれておりまして６９万１,０００円となっておりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。尾元議員。 

○議員（１３番 尾元  武君）  私のほうからは新規事業に関する質問でございます。 

 まず、事業承継者支援事業についてお尋ねをいたします。これに関しまして、農業、また水産、

商工とそれぞれの振興対策のほうの一般経費として２００万円ずつ上がっております。そういっ

た中で、円滑な事業承継の促進を目的にということで２０万円の支援を承継者に対して行うとう

たってあるわけですが、どのように人選がされるのかなと思いまして、そこのところを具体的に

どういう展開をされるのか、１つ質問いたします。 

 それともう１点、生涯学習の欄、これはＤＸ推進事業の８５ページのほうなんですが、デジタ

ル活用支援事業３９万６,０００円が上がっております。これにつきましても、具体的にどうい

う展開をもってされる御予定なのか質問いたします。（「ページ数は何ページか……」と呼ぶ者

あり） 

 すみません、私はこちらの当初予算の概要のほうで話しておるんですが、まず最初の事業承継

者につきましては、農業振興対策の一般経費で２００万円、１６３ページです。１８４ページの

水産振興対策事業費で２００万円、そして１９１ページの今度は商工振興事業のほうで２００万

円と、それぞれ２０万円が１０人ずつの対象で上がっております。その辺の人選等がどのように

されるのか、よく分からなかったもので質問させてもらいました。よろしくお願いします。 
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○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  ただいまの御質問の事業承継の部分についてお答えをいたしま

す。 

 今、御質疑のありましたとおり、農業者・漁業者・商工業者、全ての承継をされた方に２０万

円を支援するという形になっております。 

 商工業者であれば例えば、その事業が違う人に移ったということが証明されれば支援をすると

いうことで、申請に基づいて、こちらで支援金をお渡しするという形になります。 

 それから、農業者についても、ＪＡのほうで事業承継という枠組みがございます。その採択要

件についてはそれと同等のもの、例えば畑を引き継いで農業を続けられるとかです。 

 それから、水産業においては漁家指定という、既に県と町が共同で支援をしている漁家指定が

新規就農者となる場合の支援があるんですが、それに上乗せという形になります。 

 ですから、申請をしていただいて条件を満たしていれば、この支援金を交付するという形にな

ります。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  尾元議員の御質問のスマートフォン教室でございますが、旧町単位

でスマートフォン教室を各４回ほど開催する予定としております。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（１３番 尾元  武君）  ありがとうございます。今のスマートフォンに関しましてです

が、これは要望も入るわけですが、正直なところ、なかなか１度習ったんでは身につかないとい

うのが現状のところ。ただ、住民の皆さんからもよく分からん、難しいからスマートフォンは扱

わないとかいう形で聞く方も多うございます。しっかりとそういった場がある中を、アイ・キャ

ン等を利用させていただいて、その放映を幾度となく展開していただきたいと。そういった要望

はさせていただきたいと思いますので、よろしく御配慮をいただければと思います。 

 私からは、以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  農林水産業費、先ほどの説明で漁場清掃事業、浮島地区での

１００万円が２００万円になるという話ですが、この海洋ごみの問題は世界的な問題でいろいろ

広く考えていかなければならない問題だと思います。なぜ浮島に特化したのか、全町的にやるべ

きではなかったかと思いますが、この辺のところの答弁をお願いします。 

 それと唯一、大島郡水産共励会でエイの駆除に対する予算の増額要望をしたと思いますが、今

は１００万円あまりです。実質、昨年が７月の段階で１２０～１３０万円にいって、足りない部

分は各漁協で単独予算をしてやったというような経緯があったので増額要望をさせていただきま
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したが、それが何千万円もするわけじゃないんじゃが、変わっていないという辺りの経緯をお話

しいただければと思います。（「小田議員、ページ数は分かるんかね」と呼ぶ者あり） 

   １８０ページの辺り、１８３、１８４ページかな。（発言する者あり）１８４と１８６ページ

ですね。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  ただいまの御質問につきまして、海岸漂着物地域対策推進事業、

これが当初、浮島から実施をした経緯といいますのは、離島であるがゆえに漁で上がったごみ、

網に引っかかって上がったごみの処分の運搬等、ちょっと経費がかかるということで、そこから

補助をはじめております。 

 今、小田議員の御指摘のとおりです。財源としても国の補助率は非常に高いので、これはぜひ

にも徐々に町全体に広げていくように考えていきたいと思っております。 

 それから、有害生物の駆除につきましては、今、事情はよく分かりましたんですが、財源が町

の単独の支出１００％ですので、何年か前にもちょっと予算委員会等でお話をさせていただいた

んですが、同種の事業をやっている岩国市や上関町と連携をして、県費補助なりの補助化できる

よう協議を進めていくというお話をした覚えがございますが、それがなかなか進捗していなかっ

たということで町の単独予算による同額の計上という形になりました。 

 令和４年度におきましては、そういったことを着実に進めながら補助事業化できるように努力

してまいりたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  国の補助事業があるからやるとか、県の補助事業があるからや

るという問題は、別問題と思います。 

 例えば今、イノシシの問題も、国の補助事業の追加で町が補助してやりよるんだから。その何

千万円もお願いしたつもりは全然ない。せめて１００万円を２００万円ぐらいにできませんかね

というようなお願いをしただけです。その辺も補助対象にならんとできんということですか。も

う一度お願いしたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  今の小田議員の御指摘のとおりであります。 

 国の補助金があるから、県の補助金があるからやるというんじゃなくて、必要なものだからや

ると。それには国の補助がついてくる、県の補助がついてくると。その順番が逆だとは思うんで

すが、予算編成をする際において、やはりその一般財源の確保ということが難しかったために、

前年並みの１００万円を維持するのが精いっぱいであったということでございます。 

 補助が国なり、県の補助があれば、さらに予算枠は増やせるとは思っておりますので、その辺
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について努力してまいりたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  先般、中国新聞にも取り上げてもらいました。畳２畳分ぐらい

のエイがどこの港にもおるというようなことです。実際にそれは一例でありまして、もう海の中

はエイだらけじゃないかというぐらい、網を上げよったら寄ってくる、そんな状態なんですよね。

それも夏場には立網業者は休漁するというのはもう普通になっているんです。その辺をもう少し

理解していただいて、ぜひ真剣に考えていただきたいと思います。 

 要望がありましたら、中国新聞さんともまた協議して写真なども上げさせてもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いします。（笑声） 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  ページ数をまず、お知らせいたします。まず、８５ページ、８６ペー

ジにわたってのところなんですけれども、８５ページのＤＸ推進事業の中に委託料がございます。

ＲＰＡ導入業務というものと、あと次のページに負担金、補助及び交付金のところで、山口県市

町共同ＡＩ議事録作成支援システム負担金というものがございます。 

 令和３年度、今年度の補正予算のときにＲＰＡ導入業務と議事録作成事務機器借上料というも

のが計上されておったかと思います。この今年度のときは単独でやっていたけれども、令和４年

度は山口県市町が共同して、そういったシステムを使うようになるという変更点があるのかどう

か。その際に令和３年度投資された、そのＲＰＡ導入業務と議事録作成事務機器借上料というの

が無駄にはならず、連動して活用されるのかどうかというところをお伺いしたいと思います。 

 また、全体にかかってくるところなんですけれども、令和４年度におきましても様々な分野で

様々な計画ですとか意識調査ですとか、そういったものが計画されているかと思います。こうい

った調査業務や計画作成業務というものの中で、多くは外部に委託して、コンサル的なところに

作ってもらうというのが多いのかなと思うんですけれども、例えば町の職員自らで調査を行った

り、計画を作成するというものがもしあれば教えていただきたいです。 

 あと先ほど、ほかの議員からも質問のあったキオスク端末についてです。こちらは１点、追加

で確認したいことがございます。 

 コンビニエンスストアにもそういった機能のある端末がある中で、町の窓口にも１台置くとい

うことについてですが、コンビニエンスストアの端末でできる申請というか、証明書発行業務よ

りも町に据え置く端末で行える証明業務のほうが多いのか、それとも同じものにとどまるのか、

その点を教えてください。 

 あと再度８４ページですけれども、電算システム管理事業費の中で、ホームページ保守、こち

らが１５０万円ほど計上されております。町のホームページにつきましては、令和４年度は保守
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をするのみということでよろしいでしょうか。というのも現状のホームページについて、我々議

員だけではなく、使われる住民の方々からも様々な改善要望などが寄せられているはずですけれ

ども、当面はシステム的な改善の予定はない、現行のシステムの中で運用の改善は行っていくと、

そういったように受け止めてよいのかどうか伺います。 

 最後に、７０ページ、空家有効活用事業についてです。こちらは令和３年度までは各総合支所

のほうの予算についていたかと思いますが、令和４年度からは本町直轄ということに対策の課の

ほうで行うということだと思うんですけれども、金額が半額ぐらいになっております。これは新

たな空家有効活用の物件は増やさずに、現在ある物件を維持管理していくのみになるという理解

でよかったかどうか、教えてください。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  白鳥議員の御質問にお答えいたします。 

 先行して実施しておりますコンビニ交付サービスと、令和４年度で計画をしております自治体

の行政キオスク端末の導入でございますが、できる内容といたしましてはマイナンバーカードを

用いて同じサービス業務となります。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の

全部事項証明書・個人事項証明書、戸籍の附票の写しとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  白鳥議員の御質問のまず、ＤＸ推進事業の委託料のＲＰＡ導入業務

につきましては、昨年度の令和３年度と同様の事業を行うようにしております。 

 あとＡＩ議事録につきましては、令和３年度は単独でございましたが、令和４年度からは県が

一括してそういうのを取り組むということで負担金という形になっております。 

 あとホームページの保守につきましては、令和４年度は保守のみかという御質問でございます

が、令和４年度は保守のみでございます。ホームページについては今、改善要望とかいろいろお

話も聞いておりますので、令和５年度に新たにホームページを全面的に見直すように今計画をし

ておるところでございます。 

 あと７０ページの空家有効活用事業、金額が半分になったということなんですが、有効活用の

３００万円の分についてはなかなかちょっと今検討する課題となっておりますので、その件は今

回は見送って今までやっている分だけの保守といいますか、そういったものを予算計上している

ところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  ただいまの白鳥議員の、事業計画やマスタープラン等を町の職
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員自らが作るものがあるのかという御質問でありましたが、ちょっと御質問の趣旨とはずれるか

もしれませんが、産業建設部所管内では鳥獣被害対策マスタープランと公共交通計画の策定を予

定しております。 

 やはり知見を持った業者に委託をして、ベースを作っていただくというのが最もいいかなあと

いうふうに思っております。ただ、職員がその政策に当然関わらないのではなくて、例えば有害

鳥獣であれば、それなりの知見を有してきております。町の職員もです。具体的に、周防大島町

としてどういうところが困っている、どういう対策を取ったらよいのか、こういうことをやって

きた、その辺を綿密に業者と打ち合わせながら作成をしていきたいと思っております。 

 それから、地域公共交通計画につきましては、これは町が発注するのではなく、協議会のほう

から発注をして作成を進める予定でおります。それも同様に協議会の皆さんの意見を取り入れら

れるよう十分な打合せをしながら、業者に投げるんではなく進めていきたいと思っております。 

 ちなみに、こちらは今現在では、プロポーザル方式の入札を考えようかなというふうな検討も

しておるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  白鳥議員の例えば計画とかを委託じゃなくて、町職員ができるのが

あるのではないかという御質問でございますが、先ほど産業建設部長が申しました今の鳥獣害対

策マスタープランとか、そういったものについては職員で対応することとしておりますが、それ

以外については現在、外部へ委託による契約をすることとしております。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  ほかにも来年度は空家等の実態調査でありますとか、子育てに関

する意向調査でありますとか、人権問題に関する調査など、様々な調査業務なども予定されてい

るかと思います。 

 そのときにぜひ、まずは内部でそれを策定する調査を行ったりする目的をしっかりと精査して

いただきまして、効率的に委託する部分は委託して、次に生きる調査を行っていただきたいとい

うのを要望として申し上げさせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  来年度は様々な新規事業がございまして、私の思うベスト３が

あるんですけれども、第１位はもちろん、防犯カメラ設置事業でございます。交通、道路に面し

たところに１０か所設置されるということで、とてもすばらしい事業だと思っています。 

 第２位ですが、先ほど尾元議員からも質問があったと思うんですけれども、事業を継承した承

継者支援事業です。これについて、もうちょっと具体的にお伺いしたいんですけれども、先ほど

の説明では、商工業者については代替わりの際にみたいな感じで聞こえたんですけれども、一緒
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に息子さんないし娘さんがその事業を手伝うというか、後継ぎに向けて一緒にはじめたというと

きには適用にならないのか。 

 あと農業のほうも同じだと思うんですが、ＪＡにという話が少しあったんですけれども、その

農協に加入していないと農業の承継者には当たらないのかというところです。 

 あと２０万円という金額ですが、もう少しあってもよかったんじゃないかなと思うんですけれ

ども、これは恐らく来年度は２０万円、その次にまた２０万円とかいうふうな追加があるんじゃ

ないかとは思って期待はしているんですが、その２０万円の根拠といいますか、その辺りを教え

ていただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  ただいまの御質問の事業承継について、もう少し具体的にとい

うことでございます。 

 例えば、商工業でいえば、親族が引き継がなきゃいけないというわけではありません。もちろ

ん、親族が引き継いだもの、それから第三者がその会社を引き継いだ場合でも、この支援はでき

るというふうに考えております。 

 それから、例えば具体的に商工業で申し上げれば、法人であれば会社登記証明書の役員変更日

が確認できるもの、それから個人であれば税務署提出の改廃業届、変更届等の届出がなされたも

のをもってして事業を承継されたということを証明していただく、それがあれば事業承継として

支援金を出せるというふうに思っております。 

 それから、農業者の部分で今御指摘がありましたＪＡの組合員でないと出ないのかという御質

問だと思いますが、すみません、ちょっと言葉が足らなかったようですが、ＪＡの組合員でなく

ても出ます。先ほど申し上げたのは、ＪＡは組合員に対してそういう事業承継の制度を設けてお

りますが、町は組合員であろうとなかろうと、農業者に対して事業承継できたものについては支

援をするというふうに考えております。 

 ただ、ＪＡの組合員でない方は、家庭菜園的にやっていらっしゃる方と商売をされて出荷され

ている方と、やっぱりそこは線引きをしなきゃいけないので、出荷証明であるとか納品書である

とか、そういったものがそろえられれば、それについて事業承継をしたということが証明できれ

ば支援をできるというふうに考えております。 

 それから、２０万円の額の妥当性については非常に難しいところです。２０万円、いつもこう

いう支援をするときに、その金額の根拠たるやということはよく問われますけれども、今、吉村

議員から御指摘のあったとおり、まずは２０万円の支援からはじめていくべきではないか。だか

ら、金額が定まらないから何もしないではなくて、動き出さなきゃいけないというふうに思って

予算計上をしたところでございます。 
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○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  ありがとうございます。まずは動き出していただくということ

が大切でございます。 

 まずは２０万円となると、値上がりのタイミングは待ってとかいうようなことが生じる可能性

もありますので、当然、来年度だけじゃないと思うんですよね。もうずうっと続けてこの制度は

やっていかないといけないと思うんですけれども、今あった農業についてですけれども、そのネ

ットで販売とかがメインというか、ほぼネットで売ってしまう農家さんなんかも結構いらっしゃ

います。そのところが取りこぼれというか、請求ができなかったということがないような、もっ

と周知の方法をこれから考えていただきたいと思います。 

 私からは、以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、一般会計予算の質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第１号令和４年度周防大島町一般会計予算の質疑が終結しましたので、議

案第１号をお手元に配付しました議案付託表のとおり、各常任委員会に付託することにしたいと

思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり、各常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は、会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第２号 

日程第４．議案第３号 

日程第５．議案第４号 

日程第６．議案第５号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３、議案第２号令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計

予算から日程第６、議案第５号令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算までの４議案を一括

上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  それでは、議案第２号から第４号の補足説明をさせていただき

ます。 
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 まず、議案第２号令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算につきまして、補足説

明を行います。 

 特別会計予算書の７ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を２７億１,２５０万１,０００円と定めるものでご

ざいます。 

 第２条の歳出予算の流用では、保険給与費の同一款内での流用ができることを定めております。 

 それでは、事項別明細書により、歳入歳出予算の主なものにつきまして御説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入について御説明をいたします。 

 事項別明細書の４５ページをお願いいたします。 

 １款国民健康保険税は、３億９,８０８万４,０００円を計上しております。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料は省略をいたします。 

 ３款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金は、２０億４,４９４万５,０００円を計上

しております。 

 これは主に、１人当たりの給付費は増加が見込まれておりますが、被保険者数は引き続き減少

傾向にあることから、保険給付費総額の減によりまして普通交付金が減額となるものでございま

す。 

 ４款財産収入は省略をいたします。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、２億６,５１１万１,０００円を計上して

おります。 

 このうち、保険基盤安定事業繰入金は、低所得者に対する保険税軽減相当額を基準といたしま

して、一般会計から繰入れを行うものでございますが、１節保険税軽減分は、県が４分の３、町

が４分の１を負担して９,８６０万９,０００円、２節保険者支援分は、国が２分の１、県と町が

４分の１ずつを負担いたしまして４,７４５万５,０００円を計上しております。 

 ４節出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金の支給に要する費用に対する繰入れで６人分

の１６８万円、５節財政安定化支援事業繰入金は、地方財政措置により国保財政が受ける影響を

勘案して算出した額の繰入れで４,７７５万６,０００円、６節その他一般会計繰入金は、県の福

祉医療費助成事業において、県と町がそれぞれ２分の１ずつを負担する国保負担軽減対策分とし

まして、県の試算に基づき１,６５９万円を計上しております。 

 ６款繰越金、それから４８ページ、７款諸収入は、省略をいたします。 
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 ４９ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明をいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び事務経費としまして４,２４２万

６,０００円を計上しております。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 ２目連合会負担金は、３１万４,０００円を計上しております。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収に係る事務経費を計上しております。 

 ５１ページ、３項運営協議会費は省略をいたします。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、１６億７,５０６万９,０００円

で、対前年度比２.７％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等療養給付費は、１,０００円を計上しております。 

 ３目一般被保険者療養費は３７３万８,０００円、４目退職被保険者等療養費は１,０００円、

５目審査支払手数料は４１８万４,０００円をそれぞれ計上し、１項の療養諸費の合計は１６億

８,２９９万３,０００円、対前年度比３％の減となっております。 

 ２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費は、１項の療養諸費と同様の推計によりまして

２億９,００９万１,０００円、対前年度比１.４％の減、５３ページ、２目退職被保険者等高額

療養費は１,０００円、３目一般被保険者高額介護合算療養費は１３万６,０００円で対前年度比

７％の増、４目退職被保険者等高額介護合算療養費は１,０００円とし、２項の高額療養費の合

計は２億９,０２２万９,０００円を計上し、対前年度比１.４％の減となっております。 

 ３項移送費１目一般被保険者移送費２目退職被保険者等移送費につきましては、省略をいたし

ます。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 ４項出産育児諸費は６人分、５項葬祭諸費は５１人分を計上しております。 

 ３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分１目一般被保険者医療給付費分は、県の算定

に基づきまして４億３,９８９万３,０００円を計上しております。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ２項後期高齢者支援金等分１目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、県の算定に基づきまし

て１億２,１２５万２,０００円を計上しております。 

 ３項介護納付金分も、県の算定に基づきまして３,８９９万２,０００円を計上し、医療費分、

後期高齢者支援金等分、介護分の合計６億１３万７,０００円を事業費納付金として県に納付す

るものでございます。 
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 ４款共同事業拠出金は省略をいたします。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 ５款保健事業費１項特定健康診査等事業費は、職員人件費及び特定健康診査、特定保健指導に

要する経費といたしまして、３,９５９万１,０００円を計上いたしております。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 ２項保健事業費は、保健事業として行う医療費通知等の経費で１,６３３万円を計上しており

ます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 ６款基金積立金は省略をいたします。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 ７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険税還付金は２４６万５,０００円、２目保険

給付費等交付金償還金は４５５万８,０００円、３目その他償還金は１,０００円を計上しており

ます。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 ２項他会計繰出金１目病院事業特別会計繰出金は、病院事業特別会計に対する特別調整交付金

の繰出金といたしまして、１,９７４万７,０００円、８款予備費は５００万円を計上しておりま

す。 

 以上が、議案第２号令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算についての概要でご

ざいます。 

 続きまして、議案第３号令和４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、

補足説明を行います。 

 予算書の１５ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を４億６,４０２万９,０００円と定めるものでござ

います。 

 次に、事項別明細書の７３ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は３億６９６万８,０００円を計上し、対前年度比０.５％の増

となっております。 

 ２款使用料及び手数料は省略をいたします。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は、県広域連合の試算によりまして２,８１６万

６,０００円を計上し、２目保険基盤安定繰入金は１億２,８２６万１,０００円を計上しており

ます。 
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 ７４ページの４款繰越金は省略をいたします。 

 ５款諸収入は６０万３,０００円を計上しております。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 次に、歳出につきまして御説明をいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び一般経費といたしまして１,２３７万

５,０００円を計上し、対前年度比１７.６％の増となっております。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 ２項徴収費は１１０万８,０００円を計上しております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、主に事務等負担金の増額によりまして、４億４,９９４万

４,０００円を計上し、対前年度比０.７％の増となっております。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は６０万２,０００円を計上いたし

ております。 

 以上が、議案第３号令和４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算についての概要で

ございます。 

 続きまして、議案第４号令和４年度周防大島町介護保険事業特別会計予算につきまして、補足

説明を行います。 

 予算書の２１ページをお願いいたします。 

 第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を３２億８,４０１万４,０００円と定め、介護

サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を８２１万１,０００円と定めるものでございます。 

 第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合に、

同一款内で流用できることを定めるものでございます。 

 それでは、保険事業勘定から御説明をいたします。 

 事項別明細書９３ページからの歳入について御説明をいたします。 

 １款保険料は４億３,９１４万５,０００円を計上いたしております。 

 現年度分の特別徴収保険料は、収納率１００％と見込み、現年度分の普通徴収保険料は、収納

率９２％を見込んでおります。 

 なお、被保険者数におきましては、特別徴収が７,６１７人、普通徴収が４１８人を見込んで

おります。 

 ２款使用料及び手数料は省略をいたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、給付費に係る国の法定負担分として

５億３,６５５万９,０００円を計上しております。 
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 ９４ページ、２項国庫補助金１目調整交付金は、３億２,９８６万８,０００円を計上しており

ます。 

 この調整交付金は、高齢化等によりまして、給付費増など、市町村の努力では解消できない第

１号介護保険料の格差を是正するものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金では、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業

分を合わせて３,１５７万８,０００円を計上いたしております。 

 ４款の支払基金交付金は、１目の介護給付費交付金８億３,１６０万円、２目の地域支援事業

交付金は介護予防・日常生活支援総合事業として１,７７２万９,０００円を計上しております。 

 ５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、県の法定負担分としまして４億６,４４３万

９,０００円を計上しております。 

 ９５ページ、２項県補助金１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業と包

括的支援事業・任意事業を合わせて１,５７８万９,０００円を計上いたしております。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金は、町の法定負担分としまして３億

８,５００万円を計上しております。 

 ２目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業と、包括的支援事業・任意事業

を合わせまして１,５７８万９,０００円を計上しております。 

 ３目低所得者保険料軽減対策繰入金は、低所得者の第１号被保険者の介護保険料を軽減するた

め、第１段階から第３段階までの保険料を消費税による公費を投入して軽減することとしたもの

で、一般会計から全額繰り出すもので４,９１８万５,０００円を計上しております。 

 ４目その他一般会計繰入金は、職員給与費、介護認定審査会等の事務経費でございます。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は、６,８３６万７,０００円を計上しておりま

す。 

 ３項１目の介護サービス事業勘定繰入金は、介護サービス事業勘定からの繰り入れでございま

す。 

 ７款繰越金８款諸収入は省略をいたします。 

 ９７ページ、９款財産収入は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。 

 次に、歳出を御説明いたします。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費と介護保険一般経費といたしまして

４,６６４万１,０００円を計上しております。 

 １００ページをお願いいたします。 
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 ２項徴収費１目賦課徴収費は、保険料の徴収事務経費でございます。 

 ３項１目の介護認定審査会費では、介護認定等に係る経費といたしまして２,８２９万円を計

上しております。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費全体では、対前年度比較で０.７％の減で３０億８,０００万円となっておりま

す。 

 １項サービス諸費１目介護サービス等給付費は、要介護認定者に対する給付費で２８億

２,６００万３,０００円、２目介護予防サービス等給付費は、要支援認定者に対する給付費で

５,１２０万２,０００円を計上しております。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 ２項その他諸費１目審査支払手数料は、国保連合会への手数料でございます。 

 ３項高額介護サービス等費は６,４０３万４,０００円を計上しております。 

 １０３ページから１０４ページにかけての４項高額医療合算介護サービス等費は、１,０００万

円を計上しております。 

 ５項特定入所者介護サービス等費は、施設に入所している低所得者の方に食費、居住費を補て

んするもので、１億２,５２６万１,０００円を計上しております。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 ３款の基金積立金では、介護給付費準備基金の預金利子の積立てでございます。 

 次に、４款地域支援事業費１項１目の介護予防・生活支援サービス事業費は、５,５４５万

６,０００円を計上しております。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費は、介護予防・生活支援サービス事業のケアプランの作

成をします際の経費といたしまして、８３９万２,０００円を計上しております。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 ２項一般介護予防事業費は、第１号被保険者の全ての方を対象とし、地域の実情に即した効果

的・効率的な介護予防を推進する事業の経費でございます。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ３項包括支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費では、地域包括支援センターの従来から

の業務である総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメントに要する経費でございます。 

 ２目の任意事業費では、在宅介護の精神的経済的な負担軽減を図るための家族介護支援、成年

後見制度の利用支援、認知症サポーター養成事業等に要する経費でございます。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 ３目の地域包括支援センター運営事業費では、地域包括支援センターの運営に要する経費とし
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て、保健師、社会福祉士等の職員人件費等、５,１７８万３,０００円を計上しております。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 ４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、多職種協働によります地域包括ケアシス

テムの構築を目指す地域ケア会議推進事業の経費でございます。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療推進事業の経費でございます。 

 ６目生活支援体制整備事業は、高齢者の社会参加や住民主体による多様な生活支援サービスを

充実するため、生活支援コーディネーターを配置し、ボランティアの養成やネットワーク化を行

う経費といたしまして、３７４万９,０００円を計上しております。 

 ７目認知症総合支援事業費は、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を設置する経費でございます。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 ４項その他諸費は、国保連合会への総合事業に係る審査支払手数料等の経費等でございます。 

 次に、介護サービス事業勘定の御説明をいたします。 

 事項別明細書１１７ページの歳入から御説明いたします。 

 １款サービス収入１項介護給付費収入１目介護予防サービス計画費収入は、ケアプランの作成

料といたしまして８１９万１,０００円を計上しております。 

 ２款諸収入１項１目の雑入は、住宅改修理由書の作成料でございます。 

 次に、１１９ページの歳出を御説明いたします。 

 １款サービス事業費１項１目介護予防支援事業費は、地域包括支援センターが指定介護予防支

援事業所としてケアプランを作成する事業等に要する経費８２１万１,０００円を計上しており

ます。 

 以上が、議案第４号令和４年度周防大島町介護保険事業特別会計予算についての概要でござい

ます。 

 以上で、議案第２号から第４号までの補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  次に、大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  議案第５号令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算について、

補足説明をいたします。 

 特別会計予算書の３１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１億１,０９５万８,０００円と定めております。 

 第２条、地方債は、３５ページの第２表のとおり、それぞれの事業実施にあたり、起こすこと
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のできる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであり、その限

度額を１,２９０万円と定めるものでございます。 

 それでは、事項別明細書の１３３ページをお願いいたします。 

 まず、歳入からでございます。 

 １款使用料及び手数料１項使用料は、前島航路１０３万２,０００円、情島航路１６９万

５,０００円、浮島航路８８７万８,０００円と見込み、合わせて１,１６０万５,０００円の計上

でございます。 

 ２項手数料は、手荷物等の運搬手数料でありますが、３航路を合わせて１８８万６,０００円

を計上いたしております。 

 １３４ページの２款国庫支出金は、それぞれの航路に係る国庫補助金として、計２,５９２万

３,０００円を計上しております。 

 ３款県支出金は、こちらも３航路への補助金２,８８１万９,０００円の計上でございます。 

 １３５ページ、４款繰入金は、一般会計からの繰入金２,９７９万５,０００円を計上いたして

おります。 

 ５款諸収入は、各航路の臨時船員に関する雇用保険料の個人負担分の計上等でございます。 

 ６款町債１項町債１目交通事業債６５０万円、２目過疎対策事業債６４０万円の計上でござい

ます。これは、情島浮桟橋連絡橋改修工事にかかる財源でございます。 

 １３７ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款事業費１項事務費１目総務費の職員人件費は、一般職１名分の計上でございます。 

 総務一般経費は、３航路運営のための事務経費の計上でございます。 

 １３８ページ、２項事業費でございますが、各航路の運航に必要な経費の計上でありますが、

職員人件費及び会計年度任用職員の報酬等がその主なものとなっております。 

 １目前島航路運航費は、３,０４０万６,０００円の計上でございます。 

 職員人件費のほか、１４０ページ、前島航路旅客船の新船建造に係る国庫補助の要件として必

要な調査業務であります航路改善計画策定業務委託料５３３万７,０００円を計上しております。 

 ２目情島航路運航費は、３,５２７万６,０００円の計上でございます。 

 職員人件費のほか、１４２ページ、情島浮桟橋連絡橋改修にかかる設計業務委託料２１０万円、

改修工事費１,０８９万円を計上しております。 

 ３目浮島航路運航費は、３,２２７万５,０００円の計上でございます。 

 職員人件費のほか、１４４ページ、浮島航路日前駐車場の防風林整枝工事費８８万円を計上し

ております。 

 ２款公債費では、町債の元金償還経費６８万８,０００円と利子支払経費４,０００円の計上で
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ございます。 

 １４５ページ、予備費は１００万円の計上でございます。 

 １４７ページからは、給与費明細書であります。 

 １５５ページは、地方債に関する調書となっております。 

 以上が、議案第５号令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算の概要でございます。何とぞ

慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後２時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時31分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議案第２号から議案第５号までの説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は

議案ごとに行います。 

 議案第２号、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３号、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４号、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第５号、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第２号令和４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算から議案第

５号令和４年度周防大島町渡船事業特別会計予算までの質疑が終結しましたので、議案第２号か

ら議案第５号までの４議案をお手元に配付しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付

託することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第５号までの４議案

をお手元に配付した議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 
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 なお、討論・採決は、会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第６号 

○議長（荒川 政義君）  日程第７、議案第６号令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算を議

題とします。 

 補足説明を求めます。伊藤環境生活部長。 

○環境生活部長（伊藤 和也君）  議案第６号令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算につき

まして、補足説明をいたします。 

 令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１条は、総則です。 

 第２条は、業務の予定量について、給水件数、年間総配水量等、令和４年度に見込む件数、水

量等をお示ししております。 

 主な建設改良事業といたしましては、大島・沖浦地区における水道監視施設更新事業と配水池

やポンプ所等の機械設備更新事業、計３,５１５万６,０００円を予定しております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額について定めるものであります。 

 収入につきましては、１款水道事業収益を８億６,６８０万２,０００円、内訳といたしまして、

１項営業収益を３億４,６２３万８,０００円、２項営業外収益５,２５５万３,０００円、３項の

特別利益を１万１,０００円とし、支出につきましては、１款水道事業費用を８億３,９７３万

１,０００円、内訳といたしまして、１項営業費用を８億９７３万９,０００円、２項営業外費用

２,９６９万２,０００円、３項予備費を３０万円としております。 

 ４ページの第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、

１款資本的収入を３,５００万円、内訳といたしまして、１項企業債に３,５００万円、支出につ

きましては、１款資本的支出を２億３,２５４万３,０００円、内訳といたしまして、１項建設改

良費に３,５１５万６,０００円、２項企業債償還金に１億９,７２８万７,０００円、３項予備費

を１０万円としております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億９,７５４万３,０００円につきまし

ては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分

損益勘定留保資金により補てんすることとしております。 

 第５条は、企業債について定めるもので、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を定めております。 

 内訳といたしましては、大島・沖浦地区における水道監視施設更新事業と機械設備の更新事業

について、限度額を３,５００万円とするものであります。 
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 第６条では、一時借入金の限度額を７,０００万円と定め、第７条におきましては、予定支出

の各項の経費の金額を流用することができる場合として、消費税及び地方消費税に不足が生じた

際に、営業費用及び営業外費用間で流用ができる旨を記載しております。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費の額を定

め、第９条では、他会計からの補助金として、水道事業の健全な財政運営のため、一般会計から

の補助、繰入れの額を４億５,８１９万８,０００円としております。 

 第１０条には、器具費や材料費等のたな卸資産購入限度額を定めております。 

 なお、６ページ以降には、附属資料といたしまして、予算説明書などを添付いたしております。 

 以上が、議案第６号令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算の補足説明でございます。何

とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。（発言する者あり） 

 ちょっと訂正させていただきます。第３条の営業外収益の金額を間違えて５,２５５万３,０００円

と申し上げましたが、正しくは５億２,０５５万３,０００円です。おわびいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 議案第６号、質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  すみません、１点だけお尋ねをいたしますが、細かい数字でなか

なか分かりづらいので、ちょっと間違っていたらまた訂正していただければと思いますが。 

 大枠の話で全体として大体１０億円ぐらいの経営ということで、そのうちの３億円ぐらいが営

業収益となっていると、あとは他会計の繰入れということになるのか、その辺をちょっと大枠で

もう１回確認をさせていただきたいと思います。 

 そうであれば大体３割ぐらいが自主財源ということになって、ちょっとこれは公営企業なので

もちろん、その経営改善、経営的な目的を持って公営企業会計にしているわけなんでしょうけれ

ど、そういったところを明確にして今後どうしていくのか。その辺が当然、その３割の自主財源

では今後なかなか経営といっても、そういったレベルの話じゃないんじゃないかなと思いますけ

れど。一方で、その行政改革の取組方針では、収納率の向上を図って自主財源の確保に努めると。 

 その結果、安定した財政基盤を図るというふうに目標を定められておられるんですが、果たし

てこの経営状況でそういった目標が着実にステップアップしていけるのかどうか、その辺の説明

を数字なり、その行政改革の取組の具体的な成果なり、あと新年度、令和４年度のこの決算でい

うと、収益が３億円あって他会計からの繰入れが５億円あると。全体で建設費とかを入れると大

体１０億円になるんですけれど、あと２億円、これは損失ということになるのかどうか。結果的

には決算では結局、他会計の繰入れが増えるのか、それとも収益を上げる努力をして収益が上が

ってくるのか、その辺の見込みというか、説明をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  伊藤環境生活部長。 
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○環境生活部長（伊藤 和也君）  田中議員の御質問にお答えいたします。 

 今先ほど御指摘がありましたように、その収入、自主財源が３割程度ということですが、全く

そのとおりでございます。 

 まず、令和４年度の他会計でありますけれども、約２,８００万円の増額で……。 

 まず、前年度対比での評価なんですけれども、令和４年度の他会計、これは一般会計の繰入れ

なんですけれども、約２,８００万円で約６.５％増額しております。そして、今年は４億５,８１９万

８,０００円の計上となっております。 

 御承知のとおり、今、田中議員からも御指摘がありましたように、公営企業は料金収入をもっ

て経営を行う独立採算制を基本原則としております。本来であれば水道事業収益の根幹となるべ

き今、御指摘のありました料金でありますが、これにつきましては人口の減少や節水機器の普及、

それから水需要そのものの減少が続き、年々減少の傾向は続いておる状況というのが現状でござ

います。 

 その一方で、柳井地域広域水道企業団への支払う受水費ですけれども、この責任水量がござい

まして、これがその一定のまま変わらず、現在も現状の給水収益の全てを投入しても、受水費へ

投入しても不足が生じてしまうという構造が今後なお将来も続いていくと思われます。 

 令和４年度におきましては、もうこの部分について約３,８００万円の不足が生じていること

を加味しての今年は予算編成となっておりますが、どうしてもやっぱり一般会計からの繰入金に

頼らざるを得ない、大変厳しい状況が続いていることは間違いございません。 

 今先ほど御指摘のありました収益で改善できるかということでございますが、今の状況ではな

かなか厳しいというところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  藤本水道課長。 

○水道課長（藤本 倫夫君）  ただいまの田中議員からの御質問の中で、数字的な部分が出ました

ので、少し補足をさせていただきます。少し荒っぽい言い方になってしまうかもしれませんが、

一般会計のような現金ベースで御説明をさせていただきます。 

 予算書の７ページから１０ページに予算実施計画というのを載せておりますが、これを使いま

して御説明をさせていただきます。 

 まず、収益的収支でございます８億６,６８０万２,０００円、これに対しまして実際の現金と

してカウントする部分、見ていただきたい部分は７ページ、中ほどの２項３目長期前受金を

６,２３４万２,０００円を除きました残り給水収益、他会計負担金、他会計補助金、これらを合

わせました８億４４６万円、こちらをまずは現金として見ます。 

 それから、支出のほうですが、収益的収支の支出額、全体が８億３,９７３万１,０００円とな

っておると思うんですが、こちらから９ページ、中ほどの１項４目減価償却費、それから５目、
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資産減耗費等を除きました──これが２億３,３５１万９,０００円ございますが、それを除きま

した６億６２１万２,０００円、こちらが支出額になりますので、差引き１億９,８２４万

８,０００円という剰余金というかプラスが、ここで一旦１億９,８００万円ぐらいの剰余金が出

ますということです。 

 次に、資本的支出のところでございます。これは企業債で３,５００万円を借り入れまして、

支出が建設改良費で３,５１５万６,０００円、企業債の償還金１億９,７２８万７,０００円であ

って、全体で２億３,２５４万３,０００円という支出額があります。差引き、ここでマイナスの

１億９,７５４万３,０００円という数字が出るんですけれど、この資本的収支のマイナスの額、

主にこれは企業債の償還金になるんですが、元金返済に充てるものを収益的収支で出たプラスで

補っているという形になります。 

 今、部長が申し上げましたように、主にこの部分は一般会計からの繰入金で何とか賄っている

という形になります。 

 ただ、企業会計の見方といたしましては──それをちょっと申し添えておきますが、今の企業

会計には収益的収支の部分に一定期間の現金収支のほかに公営企業で経営活動を行います、その

ときに発生すると予想される収益と、それぞれ対応する費用を積んでおりますので、この中で特

に今申し上げました企業債の投資の部分とか企業債の返済部分、こちらにつきましては今の収益

的収支における経営活動の結果、出てきた利益と費用の中に計上されております減価償却等の現

金を伴わない支出によってできます留保財源、留保資金の自己資金でそのマイナスの補てんをす

るという形になっております。 

 この形が将来的にどうなのかという御質問もあったかと思うんですけれど、これは今後、全体

計画、今、水道課のほうでは毎年、長期見通しといいますか、その経営計画の毎年見直しを事務

レベルでありますが、行っております。特に、起債の借入れとか事業費、建設改良等を行うたび

に主に繰入金の部分になるんですが、これを幾らぐらいかは入れていただかないとその収支のバ

ランスが取れないというか、資金面で支障が出ますねというところの判断をしております。 

 これは今後の対応にもなるんですけれど、じゃあ今後どういうふうに経営改善をしていくかと

いうところ、もちろん行政改革で収納率の向上等に努めて、あと経費の部分もできるだけ削減し

て健全な経営努力をしていくことはもちろんなんですが、やはり圧倒的に給水収益とかが減って

きておりますので、今後、財政課等と相談しながら、どのように経営していくかというのを考え

ていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  ちょっと細かい話は私もよく分からないんですが、大枠の話で最
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初申し上げましたように、要するに３割しか自主財源がないんですよ。その中で、どうやって、

もう経営のレベルという話じゃないと思うんですよね。それでも、やっていかなきゃいけない。

その中で、どういう改革というか、努力をしていくのかと。もう３割しかないけえ諦めろという

のか。それとも、そうじゃなくて、この行政改革の実施計画っちゅうのは執行部で作ったものな

ので、皆さんが作ったものなんですよね。 

 その中で収納率の向上を図るというんであれば、例えば３０％が３０.０１％にしかならない

かもしれませんけれど、それを上げる努力、そして今言われたように、営業費用のほうの削減努

力というのも必要だと思うんです。だから、それを新年度の予算でどういう形でこの行政改革の

実施計画を遂行することによって、どれだけ収納率を上げ、どれだけ費用を下げる成果をもくろ

んでいるのか、そこをちょっと説明していただいたら分かりやすいのかなと思いますが。 

○議長（荒川 政義君）  伊藤環境生活部長。 

○環境生活部長（伊藤 和也君）  経営の改革なんですけれども、これは皆様御承知のとおり、昨

年度から窓口業務は外部委託をやっております。これは柳井市の市役所の中にお客様センターが

ございますが、柳井市に続いて周防大島町もそれに一緒に参画してやっております。この効果に

つきましてですけれども、先ほどから収納率もございましたが、この窓口業務に移行したことに

伴いまして、町の職員を少なくしておりますけれども、そこの収納につきましても今、窓口業務

のほうで業務を行っております。 

 この収納率につきましては、現在の推移を見ましたところ、例年の水準を確保しておりますが、

財政的には当初予算ベースでは令和２年度予算で、職員ですけれども、２名の減、人件費の減額。

それから、令和３年度でさらに管理班で１名減、さらに令和４年度では水道班の人件費１名減で

の体制、予算編成となっております。この人件費が４４９万４,０００円の減額となっておりま

すと同時に、収納率につきましても若干でございますけれども、収益がちょこっと上がっておる

という次第でございます。 

 今後、さらにそれと物品の調達におきましても今、広域圏で一緒に発注いたしまして、少しで

も安くなるような努力とかをやっております。効果はまだまだ大きなものとはなっておりません

けれども、できるところから少しずつ取り組んでいるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第６号令和４年度周防大島町水道事業特別会計予算の質疑が終結しました

ので、議案第６号をお手元に配付しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託するこ

とにしたいと思います。御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第６号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は、会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第７号 

○議長（荒川 政義君）  日程第８、議案第７号令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 補足説明を求めます。伊藤環境生活部長。 

○環境生活部長（伊藤 和也君）  議案第７号令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算につ

きまして、補足説明をいたします。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１条では、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量について定めております。 

 処理区域内人口を６,０９０人、年間処理水量を４９万２,７００立方メートル、１日平均処理

水量を１,３５０立方メートル、年間有収水量を４８万２,８４０立方メートルと予定し、主要な

建設改良事業を久賀・大島処理区、東和片添処理区の未普及対策事業及び東和片添浄化センター

等の施設更新事業に係る特定環境保全公共下水道建設改良事業として、１１億９,７８８万

６,０００円、日良居浄化センター等の施設更新事業等に係る農業集落排水処理施設改良事業と

して、２,４１１万円、浮島処理区の施設更新事業に係る漁業集落排水処理施設建設改良事業と

して、４,８１８万円としております。（発言する者あり）すみません、もう１度第３条より読

みあげます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額について定めるもので、収入につきましては、第１款

下水道事業収益を１０億８,１０７万８,０００円とし、内訳といたしまして、第１項営業収益

１億８６３万２,０００円、第２項営業外収益９億７,２４４万６,０００円とし、支出につきま

しては、第１款下水道事業費用９億５,０４７万９,０００円とし、内訳といたしまして、第１項

営業費用９億１０万９,０００円、第２項営業外費用４,９０７万円、第３項予備費１３０万円と

しております。 

 ４ページ、第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第

１款資本的収入を１３億５６５万円とし、内訳といたしまして、第１項企業債８億８１０万円、

第２項補助金４億９,６４５万円、第３項分担金及び負担金１１０万円とし、支出につきまして

は、第１款資本的支出１５億８,１４５万８,０００円とし、内訳といたしまして、第１項建設改
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良費１２億７,０１７万６,０００円、第２項企業債償還金３億１,１２８万２,０００円としてお

ります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億７,５８０万８,０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７,０２３万４,０００円、当年度分損益勘定留保資金

１億８,９０７万４,０００円、繰越利益剰余金処分額１,６５０万円で補てんするものでござい

ます。 

 第５条は、企業債について定めるもので、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方

法を定めており、内訳といたしまして、久賀・大島処理区及び東和片添処理区の未普及対策事業

や東和片添浄化センター等の施設更新事業に係る特定環境保全公共下水道建設改良事業７億

２,１７０万円、施設更新事業等に係る農業集落排水処理施設建設改良事業１,８１０万円、浮島

浄化センター機能保全事業に係る漁業集落排水処理施設建設改良事業２,９１０万円、及び資本

費平準化３,９２０万円の計８億８１０万円を限度額としております。 

 第６条は、一時借入金の限度額を５億円と定め、第７条は、予定支出の各項の経費の金額を流

用することができる場合として、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合、営業費用及び営業

外費用の間の流用を定めています。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費７,７４２万

７,０００円と定め、第９条は、他会計からの補助金として、水道事業健全財政運営のため、一

般会計から、この会計へ補助を受ける金額を３億８,８３０万３,０００円と定めています。 

 第１０条は、利益剰余金の処分として、資本的支出の不足金額１,６５０万円を補てん財源と

して、繰越利益剰余金から処分するものです。 

 附属資料といたしまして、６ページ以降に予算説明書などを添付しております。 

 以上が、議案第７号令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算の補足説明です。何とぞ慎

重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。（発言する者あり）再々すみませ

ん、訂正させていただきます。 

 補足説明の第９条の説明ですけれども、他会計からの補助金として下水道事業でございます。

水道事業と申し上げました。 

 それから、次の第１０条のところで資本的収支のところを資本的支出と申し上げました。大変

失礼いたしました。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。議案第７号、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 お諮りします。議案第７号令和４年度周防大島町下水道事業特別会計予算の質疑が終結しまし

たので、議案第７号をお手元に配付しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託する

ことにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第７号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は、会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第８号 

○議長（荒川 政義君）  日程第９、議案第８号令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算を議

題とします。 

 補足説明を求めます。石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  議案第８号令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算の補

足説明をいたします。 

 当予算は、周防大島町病院事業局再編計画を基本として編成しております。橘医院の病床につ

いては、引き続き休床としております。 

 お手元の令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算書の５ページを御覧ください。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量について定めております。 

 病床数、定員につきましては、令和３年度予算からの変更はございません。 

 次に、入院患者数につきましては、２病院合計で５万５,１９０人。 

 ６ページを御覧ください。 

 外来患者は、３医療機関合計で７万８,４２０人を見込んでおります。介護施設の利用者は合

計で、入所３万９,７１２人、通所３,８４０人を見込んでおります。 

 ７ページを御覧ください。 

 大島看護専門学校の学生数は、１、２、３学年の計９６人を見込んでおります。 

 主要な建設改良事業につきましては、後ほど第４条の資本的収入及び支出で御説明申し上げま

す。 

 ８ページを御覧ください。 

 第３条の収益的収入及び支出について定めるもので、業務の予定量に基づき収入を合計４９億

４,８７３万５,０００円。 

 ９ページを御覧ください。 
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 支出を合計４９億４,８７１万７,０００円と見込んでおります。 

 第４条は、資本的収入及び支出について定めるもので、収入の企業債につきまして、後ほど御

説明します資本的支出の建設改良費の財源として、病院事業債及び過疎債借入れを見込み、東和

病院は５,３８０万円。 

 １０ページを御覧ください。 

 橘医院は８０万円、大島病院は５,０１０万円を計上しております。 

 支出につきましては、東和病院の建設改良費５,６６４万７,０００円は、院内ＬＡＮ機器更新、

院内Ｗｉ─Ｆｉ設備工事のほか１１品目の機器整備を、企業債償還金３億４,８１２万１,０００円

は、令和４年度中の償還予定額を見込み計上しております。 

 橘医院の建設改良費４５１万円は、臨床化学自動分析装置ほか３品目の機器整備を、企業債償

還金１億７４５万８,０００円は令和４年度中の償還予定額を見込んで計上しております。 

 大島病院の建設改良費５,１８１万５,０００円は院内Ｗｉ─Ｆｉ設備工事と画像診断検査情報

管理システムほか７品目の機器整備を、企業債償還金２億１,６３４万円は令和４年度中の償還

予定額を見込み計上しております。 

 やすらぎ苑の建設改良費３４万１,０００円は自動体外式除細動器の機器整備を、企業債償還

金５,１０３万９,０００円は令和４年度中の償還予定額を見込み計上しています。 

 さざなみ苑につきましては、企業債償還金３,２３９万１,０００円を令和４年度中の償還予定

額を見込み計上しております。 

 大島看護専門学校につきましては、企業債償還金４,８６５万９,０００円を令和４年度中の償

還予定額を見込み計上しております。 

 資本的収入を合計１億４７０万円、支出を合計９億１,７３２万１,０００円と見込んでおり、

資本的収入額が資本的支出額に不足する８億１,２６２万１,０００円は、第４条の冒頭に記載し

ておりますとおり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,０３０万１,０００円、損益勘定

留保資金８億２３２万円で補てんするものとします。 

 １１ページを御覧ください。 

 第５条は、企業債について定めるもので、借入限度額を１億４７０万円と定めております。 

 第６条の一時借入金の限度額を１０億円と定めております。 

 第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるもので、給与費

２８億９,９１１万１,０００円。 

 １２ページを御覧ください。 

 交際費９０万円を計上しております。 

 第８条は、他会計からの補助金について定めるもので、計１２億６,０１５万５,０００円の繰
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入れを予定しております。 

 第９条は、薬品や診療材料費のたな卸資産の購入限度額を定めております。業務の予定量に基

づき、７億５,１０７万８,０００円と見込み定めております。 

 第１０条は、重要な資産の取得及び処分について定めるもので、取得する資産として構築物

１品目、機械４品目を上げております。 

 附属資料といたしまして、１４ページ以降に予算に関する説明書を添付してございます。 

 以上が、議案第８号令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算の内容でございます。何とぞ

慎重なる御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。議案第８号、質疑

はございませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  すみません、冒頭の橘医院の休床はまだ継続しますという御説明

がありましたけれど、この理由は当初のとおりということでよろしいんでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大元病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（大元 良朗君）  田中議員の御質問にお答えいたします。 

 看護師の確保ができないということから休床としておりますので、令和４年度も確保できない

ことから休床としております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  では、令和４年度も看護師の確保は諦めたということなんですか

ね。確保できれば補正を組むということでよろしいんでしょうか。 

 それと一応確認しておきますが、法令に抵触する予算、これは法令違反に起因する予算はない

し、補正で上がることもないということでよろしいですね。 

○議長（荒川 政義君）  大元病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（大元 良朗君）  令和４年度におきましては、橘医院の有床診療所に休床

から入院診療を受け入れるためにはやっぱり８人の看護師が必要となってきますので、その８人

が確保できれば補正等を検討していきたいというふうに思っております。 

 補正時にありましたコンプライアンスに違反した予算は計上しておりません。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第８号令和４年度周防大島町病院事業特別会計予算の質疑が終結しました

ので、議案第８号をお手元に配付しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託するこ

とにしたいと思います。御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第８号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は、会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第９号 

日程第１１．議案第１０号 

日程第１２．議案第１１号 

日程第１３．議案第１２号 

日程第１４．議案第１３号 

日程第１５．議案第１４号 

日程第１６．議案第１５号 

日程第１７．議案第１６号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１０、議案第９号令和３年度周防大島町一般会計補正予算（第

１４号）から日程第１７、議案第１６号令和３年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第

５号）までの８議案を一括上程し、これを議題とします。 

 議案に対する質疑は、３月４日の本会議で終了しておりますので、これから討論、採決に入り

ます。 

 議案第９号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第９号令和３年度周防大島町一般会計補正予算（第

１４号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１０号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１０号令和３年度周防大島町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 議案第１１号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１１号令和３年度周防大島町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１２号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１２号令和３年度周防大島町介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１３号令和３年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１４号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１４号令和３年度周防大島町水道事業特別会計補

正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１５号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１５号令和３年度周防大島町下水道事業特別会計
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補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、討論はございませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  賛成討論でありますが、ちょっと一言だけ言っておかないとやっ

ぱり賛成もできませんので、一言申し上げますが、コンプライアンスに関わることなので。 

 コンプライアンスに関することでもあり、プライバシーに関わることということで、あまり説

明もいただけませんでしたが、プライバシーと言われるんであれば、まずは今回の賃金未払いに

関する予算については、その賃金未払いの件については執行部内部の職員のことなので、そこは

特にプライバシー、全部とは言いませんが、例えば情報公開、条例上も公務員の氏名・職名等は

非開示の対象外となっていますので、公表できるということになっていますので、別にプライバ

シーに抵触するようなことじゃないと思います。 

 ですから、そういった今回その泣く泣く賛成するのは、やっぱり未払い賃金をそのままにして

おくことはできない。やはり早急に補正予算を成立させて支払うべきだと思うから賛成するんで

すが、やっぱり事前に議会に対して説明が全くなかった。議案の予算の説明でも主体的には説明

がなかった。質疑を通して説明があったということですので、そういった説明のプロセスという

んですかね、そこをきちんと……。 

 町長も御存じのことだったということなので、病院事業局だけではなくて町長部局も含めて、

そういったきちんとした説明のプロセスを経た上での対応を求めて、その上で賛成とさせていた

だきます。 

○議長（荒川 政義君）  次に、反対討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから、起立による採決を行います。議案第１６号令和３年度周防大島町病院事業特別会計

補正予算（第５号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了しました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 
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 次の会議は３月２２日、火曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（大川  博君）  御起立願います。一同、礼。 

午後３時25分散会 

────────────────────────────── 


